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林業・木材製造業労働災害防止協会
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平成３㸮年度事業ィ⏬() 

 

 
平成 30 年度における林業・木材製造業労働災害防止༠会（以下「当༠会」という。）の

事業ィ⏬をḟのとおࡾ定める。 

 
➨１ ᙜ༠ࡾྲྀࢆᕳࡃ≧ἣ࡚࠸ࡘ 

１ 林材業をᕠる⌧状 

平成 30年度のᡃがᅜ⤒῭は、ᾏእ⤒῭の回が続く下、㞠⏝・所ᚓ⎔ቃのᨵၿが続

き、⤒῭のዲᚠ⎔が᭦に進ᒎする୰で、Ẹ㟂を୰ᚰとしたᬒẼ回がぢ㎸まࢀる。（「平

成 30年度の⤒῭ぢ㏻しと⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀの基ᮏ的ែ度」（平成 29年 12᭶ 19日㛶議ゎ）） 

また、林材業においては、ᅜでは「日ᮏ⯆ᡓ␎ 2016」に基づく「㎰林Ỉ産業・ᆅ

ᇦのάຊ造ࣉラン」（平成 28 年 11 ᭶ 29 日ᨵゞ）及び᳃林・林業施⟇の基ᮏ方㔪を

定める「᳃林・林業基ᮏィ⏬」（平成 28年㸳᭶ 24日㛶議Ỵ定）を⟇定し、㇏ᐩな᳃林

㈨※のᚠ⎔的⏝、᪂たな木材㟂要の出及びᅜ産材の安定的・ຠ率的౪⤥体ไのᵓ

⠏にࡼって、林業の成㛗産業を実⌧するための施⟇をࡉらに進めることとしている。 

らに、2020ࡉ 年ᮾி࢜リンࢵࣆク・ࣃラリンࢵࣆク➇ᢏ会の開催をዎᶵとして、

᪂たな木材㟂要の出と林材業のά性のྲྀ⤌が促進ࢀࡉていくことが⪃࠼らࢀる。 

このࡼうな୰、主ఆᮇを㏄࠼た人ᕤ林のఆ᥇がᮏ᱁するにకい㔜⠜災害のቑ加が

ᠱᛕࢀࡉるとともに、ⱝ年の᪂規㞠⏝労働者のቑ加、他産業からのᮍ⇍⦎労働者の参

入、また、少Ꮚとあいまった高年㱋労働者のቑ加ながぢ㎸まࢀ、こࢀらを要ᅉと

した労働災害発生のリスクのቑもᠱᛕࢀࡉることから、ᅜが⟇定した「➨ 13ḟ労働

災害防止ィ⏬」を基ᮏとして「林材業労働災害防止ィ⏬（㸳カ年ィ⏬・2018年度㹼2022

年度）」（以下「13 ḟ災防ィ⏬」という。）を⟇定し、このィ⏬に基づいて林業、木材

製造業における労働災害防止対⟇のຠᯝ的なྲྀࡾ⤌みが必要である。 

 

㸰 労働災害をᕠる⌧状 

平成 29年における労働災害発生状況をぢると、「全産業」では、ఇ業４日以上の死傷

災害は 120,460人で前年と比べ 2,550人ቑ加（対前年比 2.2㸣ቑ）、死ஸ者数は 978人で

➨４ྕ㆟             
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前年と比べ 50人ቑ加（対前年比 5.4㸣ቑ）となっておࡾ、死傷災害、死ஸ災害ともにቑ

加している。 

 

林材業におけるఇ業４日以上の死傷災害は、林業では前年と比べ 247人ῶの 1,314人

（15.8㸣ῶ）、木材製造業では 15 人ῶの 1,191 人（1.2㸣ῶ）となっておࡾ、林業、木

材製造業ともに前年ࡾࡼῶ少している。 

୍方、死ஸ災害は、林業では前年ࡾࡼ 1 人ῶの 40 人（対前年比 2.4㸣ῶ）、木材製造

業は前年３ࡾࡼ人ῶの㸴人（対前年比 33.3㸣ῶ）となっておࡾ、木材製造業はῶ少に㌿

 。ているものの、林業は㸰年㐃続でቑ加しているࡌ

 

 

 

 

 

 

 

上グのとおࡾ、ᅜの「➨ 12 ḟ労働災害防止ィ⏬」を基ᮏとした「林材業労働災害防

止ィ⏬（㸳カ年ィ⏬）」（以下「12 ḟ災防ィ⏬」という。）で定めた「平成 29年までに林

材業における労働災害にࡼるఇ業４日以上の死傷者の数を、15㸣以上ῶ少ࡏࡉること」

及び「平成 29 年において死ஸ者の数が 36 人（林業 31 人、木材製造業㸳人）を下回る

こと」の目標は、死傷災害は㐩成ࢀࡉたものの死ஸ災害は㐩成に⮳らなかった。 

 

また、労働災害発生率を死傷年千人率（平成 28年್）でぢると、林業は全産業の 14.2

ಸ、木材製造業は全産業の 5.0ಸで、製造業ィの 4.1ಸとなっているな、依然として

他産業に比べてⴭしく高い状況が続いている。 

 

12ḟ災防ィ⏬ᮇ間୰の死ஸ災害の≉ᚩをみてぢると、林業については、࣮࢙ࢳン࣮ࢯ

を⏝いたఆ木作業が㸵程度を༨め、そのうࡕ㸵強が⮬ᕫఆಽにࡼる災害であった。

平成、ࡾる災害がቑ加ഴ向にあࡼらに、㌴୧⣔ఆ出ᶵᲔにࡉ 28 年には３ᙅとなって

いる。また、年㱋ูでぢると、50ṓ以上の୰高年㱋労働者は全体の⣙㸵を༨めている。 

木材製造業については、木材等製造作業における「はࡉまࢀ・ᕳき㎸まࢀ」災害ࣇࡸ

（ὀ）労働災害発生状況 

１ ཌ生労働┬にࡼる☜定್で、ቑῶは前年☜定್との比㍑である。 

㸰 死ஸ災害発生状況は死ஸ災害ሗ࿌にࡼるもの、死傷災害発生状況（死ஸ災害及び

ఇ業４日以上の死傷災害）は労働者死傷ሗ࿌にࡼるものである。 
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ᕳ・ࢀまࡉ作業における「は࣮ࣖ࣋ンࢥ、災害「ࢀࡉ✺⃭」ト作業におけるࣇクリ࣮࢛

き㎸まࢀ」災害が部ศを༨めておࡾ、㠀定ᖖ作業については、ᶵᲔを止しないまま

のメンࢼࢸンスࡸ製造作業なが３となっている。 

 

ᮏ年度から、ᅜの「➨ 13ḟ労働災害防止ィ⏬」が始まる。 

当༠会においても、12ḟ災防ィ⏬ᮇ間୰の労働災害の᳨ド⤖ᯝにࡼるㄢ㢟と林材業を

ᕠる労働⎔ቃのኚなをᤊ࠼ながら、ᅜの「➨ 13 ḟ労働災害防止ィ⏬」を基ᮏとし

た 13 ḟ災防ィ⏬を⟇定し、このィ⏬に基づいて、各年度の林業、木材製造業における

労働災害防止対⟇を着実に᥎進していく必要がある。 

 

３ 当༠会をᕠる⌧状 

当༠会は、「労働災害防止団体法」（以下「団体法」という。）にࡾࡼタ❧ࢀࡉた≉ู

Ẹ間法人であࡾ、「≉ูの法ᚊにࡾࡼタ❧ࢀࡉるẸ間法人の㐠Ⴀに関する指導┘╩基‽」

（平成 14年 4᭶ 26日㛶議Ỵ定）に基づき㐺ṇな事業㐠Ⴀを行う必要がある。 

また、当༠会では、こࢀまでに労働ᨻ⟇ᑂ議会安全⾨生ศ⛉会労働災害防止団体ᨵ㠉

᳨ウᑓ㛛ጤ員会ሗ࿌᭩（平成 23 年 11 ᭶ 21 日）、「林材業労災防止༠会のᅾࡾ方に関す

る᳨ウጤ員会ሗ࿌᭩」（平成 24年 1᭶ 23日）、ࡉらに「林材業労災防止༠会のᅾࡾ方に

関する᳨ウጤ員会作業部会ሗ࿌᭩」（平成 26 年 12 ᭶ 3 日）においてሗ࿌ࢀࡉた内容を

㋃ま࠼つつ、平成 27年度に定Ḱのኚ᭦、平成 28年度には⤌⧊規程等関係規程のᩚഛな

༠会の⤌⧊、㐠Ⴀ等のぢ┤しを行い、平成 29 年度には会ィ規程のᨵṇにࡾࡼ㈈ົ・

会ィࢩスࢸムをᵓ⠏するな、着実かつ⥅続的なྲྀ⤌みを進めているとこࢁである。 

 

➨㸰 ᖹᡂ 30ᖺᗘの事業㐠Ⴀ࠶た࡚ࡗのᇶ本的⪃࠼᪉࡚࠸ࡘ 

平成 30年度の事業㐠Ⴀにあたっては、「➨１ 当༠会をྲྀࡾᕳく状況について」を㋃ま

13、࠼ ḟ災防ィ⏬のึ年度として、ྠィ⏬の目標㐩成に向けた労働災害防止対⟇の᥎進

にྲྀࡾ⤌むこととする。 

≉に、労働災害防止対⟇事業では、その実ຠ性を高めるため、ᅜの施⟇を㋃ま࠼たḟの

㸴つの事業を୰ᚰとしてྲྀࡾ⤌むこととする。 

１ ఆ木作業及び୰高年㱋者・᪂規就業者の労働災害の対⟇に係るྲྀ⤌（᪂規） 

ア 林㔝ᗇと㐃ᦠしたάືのᒎ開（᪂規） 

安全管理士及び林材業労災防止ᑓ㛛ㄪᰝ員（以下「安全管理士等」という。）と林
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業ᬑ及指導員の㐃ᦠにࡼるఆ木作業⌧場における労働災害防止対⟇について、林㔝ᗇ

と㐃ᦠした≉ูάືをᒎ開する。 

イ ఆ木作業における୰高年㱋者及び᪂規就業者に係る死ஸ災害防止に関するㄪᰝ◊

✲（᪂規） 

ఆ木作業における୰高年㱋者及び᪂規就業者にࡼる災害のᮍ然防止のため、୰高年

㱋者及び᪂規就業者に係る死ஸ災害防止に関するㄪᰝ◊✲を実施して、林業死ஸ災害

防止対⟇を᳨ウし⟇定する。 

  

㸰 業⏺全体の安全⾨生άືᗏ上ࡆに係る事業 

   安全管理士等のᑓ㛛ᐙをά⏝し、業・業⏺団体等に対し労働災害防止に関するᢏ⾡

的な指導・援助を行うとともに、業・業⏺団体ച下の事業場の集団指導、ಶู指導

の実施等にࡾࡼ、林業及び木材製造業の業⏺全体の安全⾨生Ỉ‽の向上を図る。 

 

３ 林材業における労働災害発防止対⟇事業 

  13ḟ災防ィ⏬の目標である死ஸ労働災害について、2017年と比㍑して 2022年までに

15㸣以上ῶ少、ఇ業４日以上の死傷災害については㸳㸣以上ῶ少の目標㐩成に向け、「林

材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ発௧要⥘」（平成 29年㸶᭶ᨵṇ）に基づき、各✀労働災害

発防止対⟇を、ᮏ部・支部及び関係行ᨻᶵ関が⥭ᐦに㐃ᦠして実施するとྠ時に、㔜⠜

な労働災害が発生した小規模事業場を対象に、安全管理士等にࡼる年間を㏻ࡌた集୰ಶ

ู指導を実施する。 

 

４ 実践的リスクアセスメント導入のための安全⾨生ᩍ⫱カ⦎事業 

平成 27年度から実施している林業向けの実践的リスクアセスメント及び平成 28年度

に実施した木材製造業向けの実践的リスクアセスメントに係る、各々の集団指導会を引

き続き開催する。また、受講の㞴しい事業主、安全管理担当者ཪは労働者の集団指導会

の参加を促すため、木材製造業の事業場に出ᙇして行う出前（集団）指導会について

はカリキュラムをぢ┤し、演習のみの受講も可能とするなして、リスクアセスメント

手法の導入促進・定着を図ることとする。 

  

㸳 ື㞀害ண防のための≉Ṧデ等の定着促進事業 

林業ではᮍࡔにື㞀害にㄆ定ࢀࡉる労働者が後を⤯たない状況にあるため、࣮࢙ࢳ
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ンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者の㐺ษな作業管理を図るとともに、定ᮇᗣデ᩿ࡸ≉Ṧᗣデ᩿に基

づく㐺ษなᗣ管理を実施することが㔜要である。 

このため࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ事業場とその労働者及び≉Ṧᗣデ᩿の実施状況等を的

☜にᢕᥱするとともに、労働基‽行ᨻᶵ関と㐃ᦠし、当ヱ事業場等に対する≉Ṧᗣデ

᩿の周知、受デ勧奨及び指導୪びに林業ᕠ回≉Ṧᗣデ᩿を実施し、࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ

労働者におけるື㞀害のண防と᪩ᮇ発ぢを図ることとする。 

 

㸴 ఆ木作業者に対する能ຊ向上ᩍ⫱の実強事業（᪂規） 

高度なᢏ能が必要なఆ木作業ᚑ事者のᢏ能習ᚓのための講習及びᢏ能ホ౯ไ度をᵓ

⠏するためのఆ木作業のㄪᰝ◊✲を実施する。 

 

以上の事業について成ᯝ目標を定め、13ḟ災防ィ⏬ึ年度としての具体的なྲྀ⤌みを

着実に実行するとともに、労働災害の発生状況を㏿ࡸかにᢕᥱ・ศᯒし、時ᮇを㐓する

ことなく会員等の労働災害防止に㈨するຠᯝ的な対⟇を的☜に実施する。 

また、こࢀらに加࠼、林材業における労働安全⾨生ᩍ⫱のᑓ㛛ᶵ関として、労働安全

⾨生法に基づく安全⾨生ᩍ⫱のィ⏬的な実施及びᩍ⫱Ỉ‽のᩧ୍性☜ಖを目的とした講

ᖌ㣴成◊ಟ及び木材製造業✀のከᵝ、木材加ᕤᢏ⾡の高度等を㋃ま࠼、平成29年度

にኚ᭦した労働災害防止規程に基づき、会員事業場における㑂Ᏺ、指導のᚭᗏに係るྲྀ

⤌な、林材業の安全⾨生対⟇に関する各✀ᥐ⨨について関係ᶵ関等と⥭ᐦに㐃ᦠした

✚ᴟ的なᒎ開を図ることにࡾࡼ、༠会の目的・である労働災害防止に向けたάືを

୍ᒙ᥎進していくこととする。 

 

上グの基ᮏ的な⪃࠼方を㋃ま࠼、平成 30年度に当༠会がྲྀࡾ⤌むㅖ事業を「➨３ 具

体的な事業άື」にグ㍕する。 
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➨㸱 ලయ的࡞事業活動  

１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（１）ఆᮌస業ཬࡧ୰㧗ᖺ㱋⪅࣭᪂つᑵ業⪅

のປാ⅏ᐖのᑐ⟇ಀྲྀࡿ⤌(᪂つ) 

林業において、平成 25㹼28年の間に発生したఆ木 作業にࡼる死ஸ災

害は 99௳発生しておࡾ、林業全体の死ஸ災害の㸵 程度を༨めてい

る。 

らに、50ṓ以上の୰高年㱋者の死ஸ災害は⣙㸵ࡉ を༨めていると

ともに、⤒㦂年数 10年以下の᪂規就業者の死ஸ災害 も⣙༙数を༨めて

いることから、᪩ᛴの対⟇が必要となっている。 

こうした状況の下、ఆ木作業及び୰高年㱋者・᪂規 就業者にࡼる災害

のᮍ然防止のため、ႚ⥭のㄢ㢟として以下のྲྀࡾ⤌ みを実施する。 

ア 林㔝ᗇと㐃ᦠしたάືのᒎ開(᪂規) 

  安全管理士等と林業ᬑ及指導員が㐃ᦠし、≉ ูάື(ᢏ⾡的な

指導及び援助)として、⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ、集 団指導及びಶู指

導等を実施し、ࡾࡼຠᯝ的な⌧場指導をᒎ開す る。 

イ ఆ木作業における୰高年㱋者及び᪂規就業者 に係る死ஸ災害防 

 止に関するㄪᰝ◊✲(᪂規) 

  ఆ木作業における୰高年㱋者及び᪂規就業者 の㐣ཤの労働災害

をศᯒする。 

ศᯒ⤖ᯝを㋃ま࠼、እ部᭷㆑者からなる林業 死ஸ災害防止対⟇

᳨ウጤ員会をタ⨨し、災害の≉ᚩを㋃ま࠼た死 ஸ災害防止対⟇を

᳨ウする。 

᳨ウ⤖ᯝを㋃ま࠼、林業死ஸ災害防止対⟇を ⟇定する。 

  

࠙業ົ目標ࠚ 
ア 林㔝ᗇと㐃ᦠした≉ูάື(ᢏ⾡的な指導及び 援助)のᒎ開 

（ア）⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ、集団指導、ಶู指導等 （24回） 

（イ）災防規程の周知及び㑂Ᏺのᚭᗏを指導 

（ウ）リスクアセスメントの定着に向けた࣮࢛ࣟࣇ アࣉࢵのための指 
導・助ゝ 

イ ఆ木作業における୰高年㱋者及び᪂規就業者 に係る死ஸ災害防 

止に関するㄪᰝ◊✲ 

（ア）㐣ཤの死ஸ災害事からఆ木作業、୰高年㱋 者及び᪂規就業者 

の災害をศᯒ 

（イ）እ部᭷㆑者にࡼる死ஸ災害防止対⟇᳨ウጤ員 会(４回)開催 

（ウ）労働災害防止対⟇の⟇定 

 労働災害防止対⟇の周知・ᚭᗏ（࢚）

 

 

 

 

 

安全管理士等及び林業ᬑ及指導員と㐃ᦠした≉ูάື(ᢏ⾡的な指導及び援

助)のᒎ開 
a ⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ、集団指導、ಶู指導等 

b 災防規程の周知及び㑂Ᏺのᚭᗏを指導 

c リスクアセスメントの定着に向けた࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵのための指導・助ゝ 
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➨㸱 ලయ的࡞事業活動  

１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（１）ఆᮌస業ཬࡧ୰㧗ᖺ㱋⪅࣭᪂つᑵ業⪅

のປാ⅏ᐖのᑐ⟇ಀྲྀࡿ⤌(᪂つ) 

林業において、平成 25㹼28年の間に発生したఆ木 作業にࡼる死ஸ災

害は 99௳発生しておࡾ、林業全体の死ஸ災害の㸵 程度を༨めてい

る。 

らに、50ṓ以上の୰高年㱋者の死ஸ災害は⣙㸵ࡉ を༨めていると

ともに、⤒㦂年数 10年以下の᪂規就業者の死ஸ災害 も⣙༙数を༨めて

いることから、᪩ᛴの対⟇が必要となっている。 

こうした状況の下、ఆ木作業及び୰高年㱋者・᪂規 就業者にࡼる災害

のᮍ然防止のため、ႚ⥭のㄢ㢟として以下のྲྀࡾ⤌ みを実施する。 

ア 林㔝ᗇと㐃ᦠしたάືのᒎ開(᪂規) 

  安全管理士等と林業ᬑ及指導員が㐃ᦠし、≉ ูάື(ᢏ⾡的な

指導及び援助)として、⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ、集 団指導及びಶู指

導等を実施し、ࡾࡼຠᯝ的な⌧場指導をᒎ開す る。 

イ ఆ木作業における୰高年㱋者及び᪂規就業者 に係る死ஸ災害防 

 止に関するㄪᰝ◊✲(᪂規) 

  ఆ木作業における୰高年㱋者及び᪂規就業者 の㐣ཤの労働災害

をศᯒする。 

ศᯒ⤖ᯝを㋃ま࠼、እ部᭷㆑者からなる林業 死ஸ災害防止対⟇

᳨ウጤ員会をタ⨨し、災害の≉ᚩを㋃ま࠼た死 ஸ災害防止対⟇を

᳨ウする。 

᳨ウ⤖ᯝを㋃ま࠼、林業死ஸ災害防止対⟇を ⟇定する。 

  

࠙業ົ目標ࠚ 
ア 林㔝ᗇと㐃ᦠした≉ูάື(ᢏ⾡的な指導及び 援助)のᒎ開 

（ア）⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ、集団指導、ಶู指導等 （24回） 

（イ）災防規程の周知及び㑂Ᏺのᚭᗏを指導 

（ウ）リスクアセスメントの定着に向けた࣮࢛ࣟࣇ アࣉࢵのための指 
導・助ゝ 

イ ఆ木作業における୰高年㱋者及び᪂規就業者 に係る死ஸ災害防 

止に関するㄪᰝ◊✲ 

（ア）㐣ཤの死ஸ災害事からఆ木作業、୰高年㱋 者及び᪂規就業者 

の災害をศᯒ 

（イ）እ部᭷㆑者にࡼる死ஸ災害防止対⟇᳨ウጤ員 会(４回)開催 

（ウ）労働災害防止対⟇の⟇定 

 労働災害防止対⟇の周知・ᚭᗏ（࢚）

 

 

 

 

 

安全管理士等及び林業ᬑ及指導員と㐃ᦠした≉ูάື(ᢏ⾡的な指導及び援

助)のᒎ開 
a ⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ、集団指導、ಶู指導等 

b 災防規程の周知及び㑂Ᏺのᚭᗏを指導 

c リスクアセスメントの定着に向けた࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵのための指導・助ゝ 
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１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（㸰）業⏺全యの安全衛生活動ᗏୖࡆಀࡿ

事業 

 

林業における労働災害の発生㢖度を度数率でぢると 26.17（平成 28年）

と全産業の 2.91（ྠ）と比べ㠀ᖖに高く、年千人率で ぢても全産業の

2.2（ྠ）に対し 31.2（ྠ）とྠᵝに高い。労働災害 の㔜ࡉの程度を強

度率でぢると 4.30（ྠ）と全産業の 0.18（ྠ）と比 べ㠀ᖖに㔜い状ែ

である。 

また、木材製造業は、強度率は 0.10（ྠ）と製造業 の 0.22（ྠ）を下

回っているが、度数率をぢると 6.10（ྠ）と製造業の 3.00（ྠ）と比べ

高く、年千人率をぢても 11.0（ྠ）と製造業の 2.7（ྠ） と比べ㠀ᖖに高い

状ែであることから、㠀会員を含めた業⏺全体に対す る⮬主的な安全⾨

生άືのᗏ上ࡆを図ることが必要である。 

加࠼て、林材業の事業場は小規模㞽⣽の事業場がከ 数を༨め、安全⾨

生管理体ไがᩚഛࢀࡉていないことから、集୰指導を 行うことがồめら

 。ているࢀ

こうした状況を㋃ま࠼、安全管理士等のᑓ㛛ᐙをά ⏝し業・業⏺団

体等に対して、労働災害防止に関するᢏ⾡的な指導を 行うとともに、

業・業⏺団体等ച下の事業場に対する指導を行うこと を目的とする。 

ア 業に対する⮬主的な安全⾨生άືのᢏ⾡支 援 

・安全管理士等が業・業⏺団体等に対するᢏ⾡ 指導を実 

  施 

イ 業・業⏺団体等ച下の事業場に対する指導 （年間） 

（ア）安全管理士等にࡼる集団指導の実施 
（イ）安全管理士等にࡼる⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝの実 施 
（ウ）安全⾨生ᩍ⫱支援 
࣮࢛ࣟࣇリスクアセスメントの定着に向けた（࢚） アࣉࢵのための指 

導・助ゝ 
ウ 安全管理士等が行う林業・木材製造業の事業場 に対する安全ࣃト 
࣮ࣟࣝ、集団指導及びಶู指導にࡼる安全⾨生Ỉ ‽の向上 

（ア）集団指導の実施 
（イ）労働災害発生事業場の⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ 等にࡼるಶู指導 
（ウ）リスクアセスメントの定着に向けた࣮࢛ࣟࣇ アࣉࢵのための指 

導・助ゝ 
林材業労災防止ᑓ㛛ㄪᰝ員（以下「ᑓ㛛ㄪᰝ員」 ࢚ という。）にࡼる労 
働災害防止άື支援事業 

・労働災害発生状況のᢕᥱとศᯒ 
 ࠙業ົ目標ࠚ 

ア 林業・木材製造業の業に対する⮬主的な安全 ⾨生άືのᢏ⾡支 
援（㸰業・団体） 

イ 業ച下の事業場に対する指導（１業・業⏺ 団体当たࡾ 10事 
業場以上） 

ウ 集団指導（150回以上） 

支部は、当ヱ事業に係るᮏ部実施事㡯について、以下の事㡯をᮏ部と㐃ᦠの

上実施するものとする。 
ア 安全管理士等をά⏝した業⏺全体のᢏ⾡指導に係る༠ຊ 
イ 安全管理士等をά⏝した事業場の安全ࣃト࣮ࣟࣝ、集団指導等 
・事業場に対する集団指導、ಶู指導について㐃ᦠして実施する。 

 



Ѹ 9 Ѹ

8 

１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（㸰）業⏺全యの安全衛生活動ᗏୖࡆಀࡿ

事業 

 

林業における労働災害の発生㢖度を度数率でぢると 26.17（平成 28年）

と全産業の 2.91（ྠ）と比べ㠀ᖖに高く、年千人率で ぢても全産業の

2.2（ྠ）に対し 31.2（ྠ）とྠᵝに高い。労働災害 の㔜ࡉの程度を強

度率でぢると 4.30（ྠ）と全産業の 0.18（ྠ）と比 べ㠀ᖖに㔜い状ែ

である。 

また、木材製造業は、強度率は 0.10（ྠ）と製造業 の 0.22（ྠ）を下

回っているが、度数率をぢると 6.10（ྠ）と製造業の 3.00（ྠ）と比べ

高く、年千人率をぢても 11.0（ྠ）と製造業の 2.7（ྠ） と比べ㠀ᖖに高い

状ែであることから、㠀会員を含めた業⏺全体に対す る⮬主的な安全⾨

生άືのᗏ上ࡆを図ることが必要である。 

加࠼て、林材業の事業場は小規模㞽⣽の事業場がከ 数を༨め、安全⾨

生管理体ไがᩚഛࢀࡉていないことから、集୰指導を 行うことがồめら

 。ているࢀ

こうした状況を㋃ま࠼、安全管理士等のᑓ㛛ᐙをά ⏝し業・業⏺団

体等に対して、労働災害防止に関するᢏ⾡的な指導を 行うとともに、

業・業⏺団体等ച下の事業場に対する指導を行うこと を目的とする。 

ア 業に対する⮬主的な安全⾨生άືのᢏ⾡支 援 

・安全管理士等が業・業⏺団体等に対するᢏ⾡ 指導を実 

  施 

イ 業・業⏺団体等ച下の事業場に対する指導 （年間） 

（ア）安全管理士等にࡼる集団指導の実施 
（イ）安全管理士等にࡼる⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝの実 施 
（ウ）安全⾨生ᩍ⫱支援 
࣮࢛ࣟࣇリスクアセスメントの定着に向けた（࢚） アࣉࢵのための指 

導・助ゝ 
ウ 安全管理士等が行う林業・木材製造業の事業場 に対する安全ࣃト 
࣮ࣟࣝ、集団指導及びಶู指導にࡼる安全⾨生Ỉ ‽の向上 

（ア）集団指導の実施 
（イ）労働災害発生事業場の⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ 等にࡼるಶู指導 
（ウ）リスクアセスメントの定着に向けた࣮࢛ࣟࣇ アࣉࢵのための指 

導・助ゝ 
林材業労災防止ᑓ㛛ㄪᰝ員（以下「ᑓ㛛ㄪᰝ員」 ࢚ という。）にࡼる労 
働災害防止άື支援事業 

・労働災害発生状況のᢕᥱとศᯒ 
 ࠙業ົ目標ࠚ 

ア 林業・木材製造業の業に対する⮬主的な安全 ⾨生άືのᢏ⾡支 
援（㸰業・団体） 

イ 業ച下の事業場に対する指導（１業・業⏺ 団体当たࡾ 10事 
業場以上） 

ウ 集団指導（150回以上） 

支部は、当ヱ事業に係るᮏ部実施事㡯について、以下の事㡯をᮏ部と㐃ᦠの

上実施するものとする。 
ア 安全管理士等をά⏝した業⏺全体のᢏ⾡指導に係る༠ຊ 
イ 安全管理士等をά⏝した事業場の安全ࣃト࣮ࣟࣝ、集団指導等 
・事業場に対する集団指導、ಶู指導について㐃ᦠして実施する。 
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１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

 ಶู指導（250回以上） ࢚
の発防止対⟇のための労働災害発生事業場 ࢜ ⌧場安全ࣃトࣟ 
࣮ࣝの実施（250回以上） 

カ リスクアセスメント定着のための࣮࢛ࣟࣇアࢵ  ࣉ
（50回以上） 
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１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

 ಶู指導（250回以上） ࢚
の発防止対⟇のための労働災害発生事業場 ࢜ ⌧場安全ࣃトࣟ 
࣮ࣝの実施（250回以上） 

カ リスクアセスメント定着のための࣮࢛ࣟࣇアࢵ  ࣉ
（50回以上） 
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１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（㸱）ᯘᮦ業ࡿࡅ࠾ປാ⅏ᐖⓎ㜵Ṇᑐ⟇

事業 

 

13ḟ災防ィ⏬の目標である死ஸ労働災害について 2017年と比㍑して

2022年までに 15㸣以上ῶ少を、ఇ業４日以上の死傷災 害については㸳㸣

以上ῶ少を目標とする。 
このため、平成 26年度から労働災害発防止対⟇と して実施してきた

「林材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ」の発௧に当たࡾ、安 全管理士等にࡼる

当ヱ支部との㐃ᦠしたྲྀ⤌み、また、安全管理士及び ᑓ㛛ㄪᰝ員のά⏝

にࡼる、㔜⠜な労働災害を発生した小規模事業場に対 する年間を㏻した

集୰指導にࡾࡼ、୍ᒙ実ຠ性のある労働災害防止対⟇ を実施することを

目的とする。 
 

ア 林材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ発௧要⥘に基づく 労働災害防止対⟇

の実施 
（ア）⥭ᛴ集団指導の実施 
（イ）労働災害発生事業場の発防止対⟇のため の⌧場安全ࣃトࣟ

࣮ࣝ等にࡼるಶู指導 
（ウ）リスクアセスメントの定着に向けた࣮࢛ࣟࣇ アࣉࢵのための指

導・助ゝ 
た実࠼林材業死ஸ労働災害のศᯒ⤖ᯝを㋃ま（࢚） ຠ性のあるྲྀ⤌ 
   「日の作業࣏イントカ࣮ࢻ」、「事業場⮬主 Ⅼ᳨⾲ࢵ࢙ࢳクリ

スト」のά⏝等 
その他、林材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ発௧要（࢜） ⥘に基づく労働災

害発防止対⟇の実施 
イ 㔜⠜な労働災害が発生した小規模事業場に対す る集୰ಶู指導 
（ア）ಶู指導（災発防止対⟇の᳨ウ） 
（イ）集団指導の実施（災防ព㆑の向上） 
（ウ）⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ（安全Ỉ‽の向上） 
林業・木材製造業事業場に対するᩍ⫱ᩍ材の（࢚） ᥦ౪ 
ア࣮࢛ࣟࣇリスクアセスメント定着に向けた（࢜）  のための助ࣉࢵ

ゝ・指導 
 
࠙業ົ目標ࠚ 

ア 㔜⠜な労働災害が発生した小規模事業場の集 ୰指導 
               （12事業 場以上） 

イ 集団指導（24回以上） 
ウ 労働災害発生事業場の発防止対⟇のための ⌧場安全ࣃト࣮ࣟ 
ࣝ等にࡼるಶู指導の実施（24回以上） 

ࢵア࣮࢛ࣟࣇリスクアセスメント定着のための ࢚  ࣉ
（12 回以上） 

 

 

林材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ発௧要⥘に基づく労働災害発防止対⟇につ

いて、関係行ᨻᶵ関及びᮏ部と㐃ᦠして実施する。 
・安全管理士等と㐃ᦠして事業場に対する安全ࣃト࣮ࣟࣝ、⥭ᛴ集団指導及び

ಶู指導を実施する。 
 



Ѹ 13 Ѹ

11 

１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（㸱）ᯘᮦ業ࡿࡅ࠾ປാ⅏ᐖⓎ㜵Ṇᑐ⟇

事業 

 

13ḟ災防ィ⏬の目標である死ஸ労働災害について 2017年と比㍑して

2022年までに 15㸣以上ῶ少を、ఇ業４日以上の死傷災 害については㸳㸣

以上ῶ少を目標とする。 
このため、平成 26年度から労働災害発防止対⟇と して実施してきた

「林材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ」の発௧に当たࡾ、安 全管理士等にࡼる

当ヱ支部との㐃ᦠしたྲྀ⤌み、また、安全管理士及び ᑓ㛛ㄪᰝ員のά⏝

にࡼる、㔜⠜な労働災害を発生した小規模事業場に対 する年間を㏻した

集୰指導にࡾࡼ、୍ᒙ実ຠ性のある労働災害防止対⟇ を実施することを

目的とする。 
 

ア 林材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ発௧要⥘に基づく 労働災害防止対⟇

の実施 
（ア）⥭ᛴ集団指導の実施 
（イ）労働災害発生事業場の発防止対⟇のため の⌧場安全ࣃトࣟ

࣮ࣝ等にࡼるಶู指導 
（ウ）リスクアセスメントの定着に向けた࣮࢛ࣟࣇ アࣉࢵのための指

導・助ゝ 
た実࠼林材業死ஸ労働災害のศᯒ⤖ᯝを㋃ま（࢚） ຠ性のあるྲྀ⤌ 
   「日の作業࣏イントカ࣮ࢻ」、「事業場⮬主 Ⅼ᳨⾲ࢵ࢙ࢳクリ

スト」のά⏝等 
その他、林材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ発௧要（࢜） ⥘に基づく労働災

害発防止対⟇の実施 
イ 㔜⠜な労働災害が発生した小規模事業場に対す る集୰ಶู指導 
（ア）ಶู指導（災発防止対⟇の᳨ウ） 
（イ）集団指導の実施（災防ព㆑の向上） 
（ウ）⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ（安全Ỉ‽の向上） 
林業・木材製造業事業場に対するᩍ⫱ᩍ材の（࢚） ᥦ౪ 
ア࣮࢛ࣟࣇリスクアセスメント定着に向けた（࢜）  のための助ࣉࢵ

ゝ・指導 
 
࠙業ົ目標ࠚ 

ア 㔜⠜な労働災害が発生した小規模事業場の集 ୰指導 
               （12事業 場以上） 

イ 集団指導（24回以上） 
ウ 労働災害発生事業場の発防止対⟇のための ⌧場安全ࣃト࣮ࣟ 
ࣝ等にࡼるಶู指導の実施（24回以上） 

ࢵア࣮࢛ࣟࣇリスクアセスメント定着のための ࢚  ࣉ
（12 回以上） 

 

 

林材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ発௧要⥘に基づく労働災害発防止対⟇につ

いて、関係行ᨻᶵ関及びᮏ部と㐃ᦠして実施する。 
・安全管理士等と㐃ᦠして事業場に対する安全ࣃト࣮ࣟࣝ、⥭ᛴ集団指導及び

ಶู指導を実施する。 
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１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（４）実践的リスクアセスメント導入のため

の安全衛生教育訓練事業 

 

林材業における労働災害の発生状況は、度数率、死 傷年千人率、強度

率において、他の産業に比べ依然として高い状況が続 いている。 

 このため、平成 27年度から林業向けの実践的リス クアセスメント手

法に関する集団指導会を開始し、また、平成 28年度 からは木材製造業

向けの実践的リスクアセスメント手法に関する集団 指導会を開始し

た。 

各事業場において、この実践的リスクアセスメント 手法の導入促進・

定着を図るため、引き続き、事業主、安全管理担当者 及び労働者を対象

に集団指導会を実施する。 

 平成 28年度の木材製造業における実践的リスクア セスメント導入に

係る集団指導会は、製造ラインを止めることができな いとの理由から、

参加者数が少ない状況にあった。 

平成 29年度では、受講者数を 50人から 10人程度、 講習時間を４時間

から３時間、実施箇所を事業場の会議室等まで出向く 出前（集団）指導

会を導入したが、講習時間を３時間としていたため、 就労後に実施する

場合、帰宅が遅くなる等の理由で受講者数が少なかっ た。 

そこで 30年度は小規模の木材製造業の作業者には リスクに対する感

受性を高めるために必要な「リスクの洗い出し」の演 習のみを受講する

ことも可能とする出前（集団）指導会を実施すること とした。 

具体的には、リスクの感受性を高めるための１時間 の講習を事業主、

安全管理担当者及び作業者が受講し、その後、引き続 き事業主及び安全

管理担当者（希望する作業者を含む。）がリスクアセ スメントの手法を

学ぶために 1時間の講習を受講するものである。 

 なお、安全管理士等は、支部が行う集団指導会等に ついて、指導・援

助を行う。 

ア 集団指導会の開催 

   47都道府県支部において、集団指導会を開催す る。 

 （ア）集団指導会受講対象者 

    林材業事業場の事業主、安全管理担当者及び 労働者 

 （イ）集団指導会のカリキュラム等 

カリキュラムは、１日間（４時間程度）と して、以下の内容

を軸に実施する。 

   ａ 演習を主体とした実践的簡易リスクアセ スメント手法の定

着 

   ｂ 災防規程の周知 

イ 出前（集団）指導会の開催 

   47都道府県支部において、出前（集団）指導会 を開催する。 

 （ア）出前(集団)指導会受講対象者 

    木材製造業事業場の事業主、安全管理担当者 及び労働者 

 （イ）出前(集団)指導会のカリキュラム等 

集団指導会及び出前（集団）指導会について、47都道府県支部において、会

員等に対し勧奨を行い、林業と木材製造業の各々について開催する。 

 

ア 出席者数について 

集団指導会は１回 20名以上を目標とし、出前（集団）指導会を実施す

る場合は 1回 10名以上とする。 
イ 受講対象者について 
ａ 集団指導会 

林業及び木材製造業の事業主、安全管理担当者及び労働者 
ｂ 出前（集団）指導会 

    木材製造業の事業主、安全管理担当者及び労働者 

ウ 実施方法 
  集団指導会実施要領に基づき実施する。 
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１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（４）実践的リスクアセスメント導入のため

の安全衛生教育訓練事業 

 

林材業における労働災害の発生状況は、度数率、死 傷年千人率、強度

率において、他の産業に比べ依然として高い状況が続 いている。 

 このため、平成 27年度から林業向けの実践的リス クアセスメント手

法に関する集団指導会を開始し、また、平成 28年度 からは木材製造業

向けの実践的リスクアセスメント手法に関する集団 指導会を開始し

た。 

各事業場において、この実践的リスクアセスメント 手法の導入促進・

定着を図るため、引き続き、事業主、安全管理担当者 及び労働者を対象

に集団指導会を実施する。 

 平成 28年度の木材製造業における実践的リスクア セスメント導入に

係る集団指導会は、製造ラインを止めることができな いとの理由から、

参加者数が少ない状況にあった。 

平成 29年度では、受講者数を 50人から 10人程度、 講習時間を４時間

から３時間、実施箇所を事業場の会議室等まで出向く 出前（集団）指導

会を導入したが、講習時間を３時間としていたため、 就労後に実施する

場合、帰宅が遅くなる等の理由で受講者数が少なかっ た。 

そこで 30年度は小規模の木材製造業の作業者には リスクに対する感

受性を高めるために必要な「リスクの洗い出し」の演 習のみを受講する

ことも可能とする出前（集団）指導会を実施すること とした。 

具体的には、リスクの感受性を高めるための１時間 の講習を事業主、

安全管理担当者及び作業者が受講し、その後、引き続 き事業主及び安全

管理担当者（希望する作業者を含む。）がリスクアセ スメントの手法を

学ぶために 1時間の講習を受講するものである。 

 なお、安全管理士等は、支部が行う集団指導会等に ついて、指導・援

助を行う。 

ア 集団指導会の開催 

   47都道府県支部において、集団指導会を開催す る。 

 （ア）集団指導会受講対象者 

    林材業事業場の事業主、安全管理担当者及び 労働者 

 （イ）集団指導会のカリキュラム等 

カリキュラムは、１日間（４時間程度）と して、以下の内容

を軸に実施する。 

   ａ 演習を主体とした実践的簡易リスクアセ スメント手法の定

着 

   ｂ 災防規程の周知 

イ 出前（集団）指導会の開催 

   47都道府県支部において、出前（集団）指導会 を開催する。 

 （ア）出前(集団)指導会受講対象者 

    木材製造業事業場の事業主、安全管理担当者 及び労働者 

 （イ）出前(集団)指導会のカリキュラム等 

集団指導会及び出前（集団）指導会について、47都道府県支部において、会

員等に対し勧奨を行い、林業と木材製造業の各々について開催する。 

 

ア 出席者数について 

集団指導会は１回 20名以上を目標とし、出前（集団）指導会を実施す

る場合は 1回 10名以上とする。 
イ 受講対象者について 
ａ 集団指導会 

林業及び木材製造業の事業主、安全管理担当者及び労働者 
ｂ 出前（集団）指導会 

    木材製造業の事業主、安全管理担当者及び労働者 

ウ 実施方法 
  集団指導会実施要領に基づき実施する。 
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１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

カリキュラムは、事業主・安全管理担当者１ 日間（㸰時間程度）

とし、労働者(１時間程度、たࡔし、希望者は 㸰時間)として、以

下の内容を軸に実施する。 

   ａ 事業主及び安全管理担当者はリスク感受 性を高める演習と

リスクアセスメント手法の定着 

   b 労働者はリスクアセスメントのリスク感受 性を高める演習 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 木材製造業の実践的リスクアセスメントを導 入するための集団

指導会の実施    （受講者数 500名以上） 

イ 木材製造業の実践的リスクアセスメントを導 入するための出前

（集団）指導会の実施 （出前回数１支部 4箇所 以上、受講者数 

1,000名以上） 

ウ 林業の実践的リスクアセスメントを導入する ための集団指導会

の実施 （受講者数 1,000名以上） 
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１ 安全衛生管理活動事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

カリキュラムは、事業主・安全管理担当者１ 日間（㸰時間程度）

とし、労働者(１時間程度、たࡔし、希望者は 㸰時間)として、以

下の内容を軸に実施する。 

   ａ 事業主及び安全管理担当者はリスク感受 性を高める演習と

リスクアセスメント手法の定着 

   b 労働者はリスクアセスメントのリスク感受 性を高める演習 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 木材製造業の実践的リスクアセスメントを導 入するための集団

指導会の実施    （受講者数 500名以上） 

イ 木材製造業の実践的リスクアセスメントを導 入するための出前

（集団）指導会の実施 （出前回数１支部 4箇所 以上、受講者数 

1,000名以上） 

ウ 林業の実践的リスクアセスメントを導入する ための集団指導会

の実施 （受講者数 1,000名以上） 
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㸰 ປാ⅏ᐖ㜵Ṇ≉ู活動᥎㐍事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（１）動㞀ᐖண㜵のための≉Ṧデ➼のᐃ

╔ಁ㐍事業 

ア 林業࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者デ促進事業 

事業場及び労働者をಶ々にᢕᢅྲྀ࣮ࢯン࣮࢙ࢳ ᥱし、≉Ṧデᮍ

受デ者に対して受デ勧奨を行う。 

（ア）࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者Ⓩ㘓ྎᖒの作成、管理 

（イ）࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者の≉Ṧデ実施状況の ᢕᥱ          

（ウ）(ア)及び(イ)のㄪᰝ⤖ᯝに基づき、≉Ṧデ ᮍ受デ労働 者を 

ᢕᥱした場合における࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ事業場 及び労働者の受 

 デ勧奨・指導 

イ 林業ᕠ回≉Ṧᗣデ᩿事業 

支部と㐃ᦠの上、࣮࢙ࢳン࣮ࢯをྲྀᢅࡾう労働者 を対象として、林

業ᕠ回≉Ṧᗣデ᩿実施に対する指導及びデ受 デ者の୍部助成

を行う。 

ウ 労働基‽行ᨻᶵ関との㐃ᦠにࡼる周知・勧奨 

   労働基‽行ᨻᶵ関と㐃ᦠを図ࡾ、林業ᕠ回≉Ṧ ᗣデ᩿について周

知を行い、受デ勧奨等を進めるࡼう支部を指導す る。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 林業࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者デ促進事業 

（ア）࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者Ⓩ㘓ྎᖒの作成、管理 

（イ）࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者の≉Ṧデ実施状況の ᢕᥱ 

（ウ）事業者に対する≉Ṧデ実施の勧奨・指導 

（⣙ 3,300事業場） 

労働者に対する≉Ṧデ受ᢅྲྀ࣮ࢯン࣮࢙ࢳ（࢚） デの勧奨・指導 

イ 林業ᕠ回≉Ṧᗣデ᩿事業 

（ア）デ助成対象者数 19,000人 

（イ）１年間≉Ṧデᮍ実施者のいる事業場のᮍ受 デ率が 50㸣以内 

及び３年間≉Ṧデᮍ受デ労働者のᮍ受デ率が 10㸣以内を目標と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 林業࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者のື㞀害≉Ṧデに関し、࣮࢙ࢳン࣮ࢯ

ྲྀᢅ事業場及びその労働者をಶ々にᢕᥱするとともに、各支部⫋員、支部

㛗が௵するືᕤ具ྲྀᢅ労働者≉Ṧᗣデ᩿受デ勧奨指導員及び林業

ᮍ受デ労働者を㞠⏝する事業場及、ࡾࡼ労働者ㄪᰝ員にᢅྲྀ࣮ࢯン࣮࢙ࢳ

びᮍ受デ労働者に対し、㟁ヰ↷会、ᩥ᭩↷会及びゼၥㄪᰝ等で受デ指導、

勧奨及び┦ㄯ業ົを行い、受デ率の向上を図る。 
 

イ ≉Ṧデについて、実施ィ⏬を作成しᮏ部にሗ࿌するとともに、බඹᗈ

ሗ等をά⏝するなあらࡺるᗈሗ手ẁを⏝いて会員事業場をはࡌめとす

る࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ事業場にあまࡡく周知し、≉Ṧデを実施する。 

また、デ⤖ᯝに基づく㐺ṇなᗣ管理୪びにື㞀害の防止につい 

て、事業主及び労働者に所要の指導を行うとともに、ేࡏて労働災害⿵ൾ

ಖ㝤ไ度の周知を図る。 

 

ウ 都道府県労働ᒁ及び労働基‽┘╩⨫と༠ຊしてᕠ回≉Ṧデの周知及

びᮍ受デ事業場の受デ勧奨を進める。 
 
࠙業ົ目標ࠚ 
 ≉Ṧデ実施ᮇ間 平成 30年 10᭶㹼12᭶ 
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㸰 ປാ⅏ᐖ㜵Ṇ≉ู活動᥎㐍事業（補助事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（１）動㞀ᐖண㜵のための≉Ṧデ➼のᐃ

╔ಁ㐍事業 

ア 林業࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者デ促進事業 

事業場及び労働者をಶ々にᢕᢅྲྀ࣮ࢯン࣮࢙ࢳ ᥱし、≉Ṧデᮍ

受デ者に対して受デ勧奨を行う。 

（ア）࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者Ⓩ㘓ྎᖒの作成、管理 

（イ）࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者の≉Ṧデ実施状況の ᢕᥱ          

（ウ）(ア)及び(イ)のㄪᰝ⤖ᯝに基づき、≉Ṧデ ᮍ受デ労働 者を 

ᢕᥱした場合における࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ事業場 及び労働者の受 

 デ勧奨・指導 

イ 林業ᕠ回≉Ṧᗣデ᩿事業 

支部と㐃ᦠの上、࣮࢙ࢳン࣮ࢯをྲྀᢅࡾう労働者 を対象として、林

業ᕠ回≉Ṧᗣデ᩿実施に対する指導及びデ受 デ者の୍部助成

を行う。 

ウ 労働基‽行ᨻᶵ関との㐃ᦠにࡼる周知・勧奨 

   労働基‽行ᨻᶵ関と㐃ᦠを図ࡾ、林業ᕠ回≉Ṧ ᗣデ᩿について周

知を行い、受デ勧奨等を進めるࡼう支部を指導す る。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 林業࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者デ促進事業 

（ア）࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者Ⓩ㘓ྎᖒの作成、管理 

（イ）࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者の≉Ṧデ実施状況の ᢕᥱ 

（ウ）事業者に対する≉Ṧデ実施の勧奨・指導 

（⣙ 3,300事業場） 

労働者に対する≉Ṧデ受ᢅྲྀ࣮ࢯン࣮࢙ࢳ（࢚） デの勧奨・指導 

イ 林業ᕠ回≉Ṧᗣデ᩿事業 

（ア）デ助成対象者数 19,000人 

（イ）１年間≉Ṧデᮍ実施者のいる事業場のᮍ受 デ率が 50㸣以内 

及び３年間≉Ṧデᮍ受デ労働者のᮍ受デ率が 10㸣以内を目標と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 林業࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ労働者のື㞀害≉Ṧデに関し、࣮࢙ࢳン࣮ࢯ

ྲྀᢅ事業場及びその労働者をಶ々にᢕᥱするとともに、各支部⫋員、支部

㛗が௵するືᕤ具ྲྀᢅ労働者≉Ṧᗣデ᩿受デ勧奨指導員及び林業

ᮍ受デ労働者を㞠⏝する事業場及、ࡾࡼ労働者ㄪᰝ員にᢅྲྀ࣮ࢯン࣮࢙ࢳ

びᮍ受デ労働者に対し、㟁ヰ↷会、ᩥ᭩↷会及びゼၥㄪᰝ等で受デ指導、

勧奨及び┦ㄯ業ົを行い、受デ率の向上を図る。 
 

イ ≉Ṧデについて、実施ィ⏬を作成しᮏ部にሗ࿌するとともに、බඹᗈ

ሗ等をά⏝するなあらࡺるᗈሗ手ẁを⏝いて会員事業場をはࡌめとす

る࣮࢙ࢳンᢅྲྀ࣮ࢯ事業場にあまࡡく周知し、≉Ṧデを実施する。 

また、デ⤖ᯝに基づく㐺ṇなᗣ管理୪びにື㞀害の防止につい 

て、事業主及び労働者に所要の指導を行うとともに、ేࡏて労働災害⿵ൾ

ಖ㝤ไ度の周知を図る。 

 

ウ 都道府県労働ᒁ及び労働基‽┘╩⨫と༠ຊしてᕠ回≉Ṧデの周知及

びᮍ受デ事業場の受デ勧奨を進める。 
 
࠙業ົ目標ࠚ 
 ≉Ṧデ実施ᮇ間 平成 30年 10᭶㹼12᭶ 
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㸱 安全衛生教育支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（１）安全衛生教育➼の実施㈨᱁ྲྀᚓのಁ

㐍 

 

労働安全⾨生法に基づく、ᢏ能講習、≉ูᩍ⫱等の安 全⾨生ᩍ⫱の必要

なሗをᥦ౪するとともに、こࢀら講習、ᩍ⫱等の開催 日程を༠会࣮࣍ム

にᥖ㍕し、受講者の౽性の向上と受講ᶵ会のᣑࢪ࣮࣌ を図る。 
また、「࣮࢙ࢳン࣮ࢯにࡼるఆ木等作業の安全に関す る࢞イࢻライン

（平成 27年 12᭶ 7日け基発➨ 1207➨ 4ྕ）」（以下 「ラインࢻイ࢞」

という。）において♧ࢀࡉたఆ木等の業ົᚑ事者安全⾨ 生ᩍ⫱（能ຊ向上

ᩍ⫱）を当ヱ対象者に対し、㸳年ࡈとに実施する。 
（ὀ）能ຊ向上ᩍ⫱とは、「安全⾨生ᩍ⫱に関する指㔪 （平成ඖ年 5᭶ 22

日け安全⾨生ᩍ⫱指㔪බ♧➨１ྕ）のู⾲ 14で 定める࣮࢙ࢳンࢯ

࣮を⏝いて行うఆ木等の業ົᚑ事者安全⾨生ᩍ⫱ をいう。 
 

࠙業ົ目標ࠚ 
ア 林材業における労働安全⾨生ᩍ⫱の高度なᑓ㛛 講習ᶵ関として、

労働安全⾨生法に基づいたᢏ能講習、≉ูᩍ⫱等の 安全⾨生ᩍ⫱の㈨

᱁ྲྀᚓの周知ၨ発等にດめる。 
イ ఆ木等の業ົᚑ事者安全⾨生ᩍ⫱（能ຊ向上ᩍ ⫱）の実 
ウ 支部で実施するᢏ能講習、≉ูᩍ⫱等の㐺ṇな実 施を図るため、ィ

⏬的な内部┘ᰝ・指導を行う。 
 

ア 林材業における労働安全⾨生ᩍ⫱のᑓ㛛ᶵ関として、労働安全⾨生ព㆑

の向上と、法௧等に基づく㈨᱁ྲྀᚓの周知ၨ発にດめる。 
のらに、各✀安全⾨生ᩍ⫱をィ⏬的に実施するとともに、講習会等ࡉ   

✚ᴟ的な受講勧奨を行う。 
 （ア）ᢏ能講習 
 （イ）安全⾨生≉ูᩍ⫱ 

（ウ）࢞イࢻラインで♧ࢀࡉた安全⾨生ᩍ⫱に関する指㔪に基づく能ຊ向上 
ᩍ⫱のᚭᗏ 

 林業ᯫ⥺作業主௵者චチྲྀᚓ講習（࢚） 
 ⫱労働基‽ᒁ㛗㏻㐩に基づくᩍ（࢜） 

イ 法௧等に基づくᢏ能講習、≉ูᩍ⫱等の実施に当たっては、法௧㑂Ᏺ、

㐺ṇ手続きのᚭᗏを図ࡾ、内部┘ᰝ体ไのᩚഛ実にດめる。 
ウ 林材業の労働災害防止に㈨するᆅ方බඹ団体等実施の労働安全⾨生対

⟇事業等の実施༠ຊ 
ᆅ方බඹ団体等が実施する林材業の労働安全⾨生対⟇及びᬑ及ၨ発等

に係る事業について、ᆅᇦの実にᛂࡌ実施༠ຊを行う。 
・林業就業対⟇等関係ᩍ⫱、ື㞀害ண防対⟇等関係ᩍ⫱、⻏死傷災害

対⟇等関係ᩍ⫱な 
 

（㸰）ᅗ᭩࣭安全衛生⏝ල➼のᬑཬ ア 図᭩ᩍ材等の作成㡺ᕸ 

（ア）᪂หの発行 

ａ「᪂ห 安全な㌴୧⣔木材ఆ出ᶵᲔの㐠㌿᧯作 （௬⛠）」 

ｂ㺀ᨵゞ∧ かかࡾ木ฎ理作業の安全」 

㹡㺀ᨵゞ∧ 林業⌧場㈐௵者の基♏知㆑」 

（イ）⌧行ࢸキストのቑๅ 

（ウ）㹂㹔㹂ᩍ材の作成㡺ᕸ 

イ 安全⾨生⏝具等のᬑ及促進 

 

ア 図᭩ᩍ材等について、カࢢࣟࢱ等をά⏝し、会員はࡌめ林材業にᦠࢃ

る事業主等に✚ᴟ的な㈍の᩷᪕を行う。 

イ 各✀講習会、◊ಟ会等の開催にあたࡾ、安全⾨生⏝ရ、ಖㆤ具等着⏝

の㔜要性を講⩏するとともに、ᒎ♧なにࡾࡼ㈍の᩷᪕を行う。 

（㸱）᭶หሗㄅࠕᯘᮦ安全ࠖの⦅㞟࣭Ⓨ⾜ ア 労働災害防止ព㆑の高ᥭを図るため、⥅続してไ 作・発หする。 

イ 林材業に係る関係ᶵ関等に✚ᴟ的な᪂規㉎ㄞの 勧奨を行う。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア ᭶ห発行部数  2,500部 

イ ᭷ᩱ㉎ㄞ部数  2,000部 

ア 支部の安全⾨生άື等のሗ・㈨ᩱのᥦ౪を行うとともに、各✀講習

会、⌧場指導等のᶵ会をᤊ࠼、᪂規㉎ㄞの勧奨にດめ、㉎ㄞ者のᣑを

図る。 

イ 関係行ᨻᶵ関、団体等に✚ᴟ的に働きかけ、㉎ㄞ者のᣑを図る。 

（４）ປാ安全࣭ປാ衛生ᶆㄒのເ㞟 

 

2019年度の労働安全標ㄒ及び労働⾨生標ㄒについて、 ᭶หሗㄅ「林材

安全」、༠会࣮࣍ムࢪ࣮࣌等にᥖ㍕し、ᗈくබເすると ともに、全ᅜ林材

業労働災害防止会の場でもເ集する。 

࠙業ົ目標ࠚ 

標ㄒᛂເ⥲数 300Ⅼ 

標ㄒබເについて、会員はもとࡾࡼᗈく♫会୍⯡の周知ၨ発にດめる。 

 



Ѹ 21 Ѹ

17 

㸱 安全衛生教育支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（１）安全衛生教育➼の実施㈨᱁ྲྀᚓのಁ

㐍 

 

労働安全⾨生法に基づく、ᢏ能講習、≉ูᩍ⫱等の安 全⾨生ᩍ⫱の必要

なሗをᥦ౪するとともに、こࢀら講習、ᩍ⫱等の開催 日程を༠会࣮࣍ム

にᥖ㍕し、受講者の౽性の向上と受講ᶵ会のᣑࢪ࣮࣌ を図る。 
また、「࣮࢙ࢳン࣮ࢯにࡼるఆ木等作業の安全に関す る࢞イࢻライン

（平成 27年 12᭶ 7日け基発➨ 1207➨ 4ྕ）」（以下 「ラインࢻイ࢞」

という。）において♧ࢀࡉたఆ木等の業ົᚑ事者安全⾨ 生ᩍ⫱（能ຊ向上

ᩍ⫱）を当ヱ対象者に対し、㸳年ࡈとに実施する。 
（ὀ）能ຊ向上ᩍ⫱とは、「安全⾨生ᩍ⫱に関する指㔪 （平成ඖ年 5᭶ 22

日け安全⾨生ᩍ⫱指㔪බ♧➨１ྕ）のู⾲ 14で 定める࣮࢙ࢳンࢯ

࣮を⏝いて行うఆ木等の業ົᚑ事者安全⾨生ᩍ⫱ をいう。 
 

࠙業ົ目標ࠚ 
ア 林材業における労働安全⾨生ᩍ⫱の高度なᑓ㛛 講習ᶵ関として、

労働安全⾨生法に基づいたᢏ能講習、≉ูᩍ⫱等の 安全⾨生ᩍ⫱の㈨

᱁ྲྀᚓの周知ၨ発等にດめる。 
イ ఆ木等の業ົᚑ事者安全⾨生ᩍ⫱（能ຊ向上ᩍ ⫱）の実 
ウ 支部で実施するᢏ能講習、≉ูᩍ⫱等の㐺ṇな実 施を図るため、ィ

⏬的な内部┘ᰝ・指導を行う。 
 

ア 林材業における労働安全⾨生ᩍ⫱のᑓ㛛ᶵ関として、労働安全⾨生ព㆑

の向上と、法௧等に基づく㈨᱁ྲྀᚓの周知ၨ発にດめる。 
のらに、各✀安全⾨生ᩍ⫱をィ⏬的に実施するとともに、講習会等ࡉ   

✚ᴟ的な受講勧奨を行う。 
 （ア）ᢏ能講習 
 （イ）安全⾨生≉ูᩍ⫱ 

（ウ）࢞イࢻラインで♧ࢀࡉた安全⾨生ᩍ⫱に関する指㔪に基づく能ຊ向上 
ᩍ⫱のᚭᗏ 

 林業ᯫ⥺作業主௵者චチྲྀᚓ講習（࢚） 
 ⫱労働基‽ᒁ㛗㏻㐩に基づくᩍ（࢜） 

イ 法௧等に基づくᢏ能講習、≉ูᩍ⫱等の実施に当たっては、法௧㑂Ᏺ、

㐺ṇ手続きのᚭᗏを図ࡾ、内部┘ᰝ体ไのᩚഛ実にດめる。 
ウ 林材業の労働災害防止に㈨するᆅ方බඹ団体等実施の労働安全⾨生対

⟇事業等の実施༠ຊ 
ᆅ方බඹ団体等が実施する林材業の労働安全⾨生対⟇及びᬑ及ၨ発等

に係る事業について、ᆅᇦの実にᛂࡌ実施༠ຊを行う。 
・林業就業対⟇等関係ᩍ⫱、ື㞀害ண防対⟇等関係ᩍ⫱、⻏死傷災害

対⟇等関係ᩍ⫱な 
 

（㸰）ᅗ᭩࣭安全衛生⏝ල➼のᬑཬ ア 図᭩ᩍ材等の作成㡺ᕸ 

（ア）᪂หの発行 

ａ「᪂ห 安全な㌴୧⣔木材ఆ出ᶵᲔの㐠㌿᧯作 （௬⛠）」 

ｂ㺀ᨵゞ∧ かかࡾ木ฎ理作業の安全」 

㹡㺀ᨵゞ∧ 林業⌧場㈐௵者の基♏知㆑」 

（イ）⌧行ࢸキストのቑๅ 

（ウ）㹂㹔㹂ᩍ材の作成㡺ᕸ 

イ 安全⾨生⏝具等のᬑ及促進 

 

ア 図᭩ᩍ材等について、カࢢࣟࢱ等をά⏝し、会員はࡌめ林材業にᦠࢃ

る事業主等に✚ᴟ的な㈍の᩷᪕を行う。 

イ 各✀講習会、◊ಟ会等の開催にあたࡾ、安全⾨生⏝ရ、ಖㆤ具等着⏝

の㔜要性を講⩏するとともに、ᒎ♧なにࡾࡼ㈍の᩷᪕を行う。 

（㸱）᭶หሗㄅࠕᯘᮦ安全ࠖの⦅㞟࣭Ⓨ⾜ ア 労働災害防止ព㆑の高ᥭを図るため、⥅続してไ 作・発หする。 

イ 林材業に係る関係ᶵ関等に✚ᴟ的な᪂規㉎ㄞの 勧奨を行う。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア ᭶ห発行部数  2,500部 

イ ᭷ᩱ㉎ㄞ部数  2,000部 

ア 支部の安全⾨生άື等のሗ・㈨ᩱのᥦ౪を行うとともに、各✀講習

会、⌧場指導等のᶵ会をᤊ࠼、᪂規㉎ㄞの勧奨にດめ、㉎ㄞ者のᣑを

図る。 

イ 関係行ᨻᶵ関、団体等に✚ᴟ的に働きかけ、㉎ㄞ者のᣑを図る。 

（４）ປാ安全࣭ປാ衛生ᶆㄒのເ㞟 

 

2019年度の労働安全標ㄒ及び労働⾨生標ㄒについて、 ᭶หሗㄅ「林材

安全」、༠会࣮࣍ムࢪ࣮࣌等にᥖ㍕し、ᗈくබເすると ともに、全ᅜ林材

業労働災害防止会の場でもເ集する。 

࠙業ົ目標ࠚ 

標ㄒᛂເ⥲数 300Ⅼ 

標ㄒබເについて、会員はもとࡾࡼᗈく♫会୍⯡の周知ၨ発にດめる。 
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㸱 安全衛生教育支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（㸳）安全衛生教育࢟ࢸスト➼సᡂጤဨ 労働災害防止に係る᭱᪂の知ぢを㋃ま࠼たࢸキスト を作成し、ᮍ然防

止を図る。 

以下のࢸキスト等について᳨ウを行う。 

ア「᪂ห 安全な㌴୧⣔木材ఆ出ᶵᲔの㐠㌿᧯作（௬ ⛠）」 

イ「ᨵゞ∧ かかࡾ木ฎ理作業の安全」 

ウ「ᨵゞ∧ 林業⌧場㈐௵者の基♏知㆑」 

 

 

労働安全⾨生ᩍ⫱ࢸキストに関㐃するሗࡸእ部からの指導等があった場

合には、㏿ࡸかにᮏ部にሗ࿌する。 

（㸴）安全衛生教育➼ಀࡿㅮᖌ㣴ᡂ◊ಟの

㛤ദ 

林材業における労働安全⾨生ᩍ⫱の高度ᑓ㛛講習ᶵ 関として、その୍

定以上のᩍ⫱ࣞࣝ࣋を⥔ᣢするための講ᖌ㣴成を行う。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 開催᭶日 平成 30年㸵᭶ 12日（木）㹼13日（㔠） 

イ ເ集人員 60名程度（開催場所㸸ᮾி都 ༊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部講ᖌの✚ᴟ的な参加について勧奨する。 
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㸱 安全衛生教育支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（㸳）安全衛生教育࢟ࢸスト➼సᡂጤဨ 労働災害防止に係る᭱᪂の知ぢを㋃ま࠼たࢸキスト を作成し、ᮍ然防

止を図る。 

以下のࢸキスト等について᳨ウを行う。 

ア「᪂ห 安全な㌴୧⣔木材ఆ出ᶵᲔの㐠㌿᧯作（௬ ⛠）」 

イ「ᨵゞ∧ かかࡾ木ฎ理作業の安全」 

ウ「ᨵゞ∧ 林業⌧場㈐௵者の基♏知㆑」 

 

 

労働安全⾨生ᩍ⫱ࢸキストに関㐃するሗࡸእ部からの指導等があった場

合には、㏿ࡸかにᮏ部にሗ࿌する。 

（㸴）安全衛生教育➼ಀࡿㅮᖌ㣴ᡂ◊ಟの

㛤ദ 

林材業における労働安全⾨生ᩍ⫱の高度ᑓ㛛講習ᶵ 関として、その୍

定以上のᩍ⫱ࣞࣝ࣋を⥔ᣢするための講ᖌ㣴成を行う。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 開催᭶日 平成 30年㸵᭶ 12日（木）㹼13日（㔠） 

イ ເ集人員 60名程度（開催場所㸸ᮾி都 ༊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部講ᖌの✚ᴟ的な参加について勧奨する。 
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４ 安全衛生ᑐ⟇支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

ᖺィ࢝ᯘᮦ業ປാ⅏ᐖ㜵Ṇィ⏬（㸳ࠕ（１）

⏬）ࠖ の┠ᶆ㐩ᡂࡅྥたྲྀ⤌の実施 

 

林材業で働く人々の安全とᗣの☜ಖを目指し、༠ 会がྲྀࡾ⤌むべき

方向と対⟇を♧す 13ḟ災防ィ⏬を⟇定し、死ஸ労働災 害の目標್の㐩成

を目指す。 
 
࠙数್目標ࠚ 
 2022年までに 

ア 死ஸ災害を、2017年と比㍑して１㸳㸣以上ῶ少  。ることࡏࡉ
イ ఇ業４日以上の死傷災害を、2017年と比㍑して 㸳%以上ῶ少ࡉ 
 。ることࡏ

    
࠙業ົ目標ࠚ 
  安全管理士等にࡼる林業・木材製造業の事業場に 対する労働災害防

止に関するᢏ⾡的な指導・援助事業と支部が㐃ᦠし、 ᭷ᶵ的なྲྀ⤌を行

い、୍ᒙの労働災害防止ຠᯝを上ࡆるために、ḟの ྲྀ⤌を実施する。 
ア 13ḟ災防ィ⏬に定めたྲྀࡾ⤌むべき㔜Ⅼ対⟇の 実施 
 ・「日の作業࣏イントカ࣮ࢻ」のά⏝等 
イ 「林材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ発௧要⥘」に基 づくຠᯝ的な発 
防止対⟇のᚭᗏ 

ウ 㔜⠜な労働災害が発生した≉定事業場に対する 集୰指導 

ア 13ḟ災防ィ⏬でᥖࡆた目標㐩成に向けて、会員事業場に対し、業ົ目

標にᥖࡆたྲྀ⤌対⟇等のᚭᗏを図る。 
イ 支部㛗が率ඛして会員事業場と㐃ᦠした⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ等を✚ᴟ

的に実施し、13ḟ災防ィ⏬の目標の㐩成を図る。 
 

（㸰）ఆᮌస業⪅ᑐࡿࡍ⬟ຊྥୖ教育の

実ᙉ事業（᪂つ） 

 

 

林業において、平成 25㹼28年の間に発生したఆ木作 業にࡼる死ஸ災害

は 99௳発生しておࡾ、林業全体の死ஸ災害の 7程度 を༨めておࡾ、ఆ

木作業の୰には、೫ᚰ木のఆಽࡸかかࡾ木ฎ理のࡼうに 高度なᢏ能を必要

とするఆಽ作業がᏑᅾすることから、死ஸ災害をῶ少ࡉ ࢀるために、そࡏ

らのఆ木作業にᚑ事する者に対する講習がồめらࢀて いる。 

そこで、こうした高度なᢏ能が必要なఆ木作業ᚑ事者 のᢏ能習ᚓのため

の講習ไ度のᵓ⠏をႚ⥭のㄢ㢟として以下のㄪᰝ◊✲ を行う。 

 

ア ఆ木作業者に対する能ຊ向上ᩍ⫱の実のため のㄪᰝ◊✲（᪂規） 

  高度なᢏ能が必要なఆ木作業ᚑ事者に対する能 ຊ向上ᩍ⫱の内容

（ձ必要な学⛉及び実ᢏの講習⛉目、ղ講習時間、 ճ学⛉及び実ᢏの

ಟヨ㦂等のホ౯ไ度、մ講ᖌ及びホ౯（᥇Ⅼ）者 に必要な⤒㦂・㈨

᱁）等について᳨ウする。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア እ部᭷㆑者にࡼる「ఆ木作業者に対する能ຊ向上 ᩍ⫱に関する᳨ウ

ጤ員会」(４回)開催 

 イ カリキュラムの⟇定 
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４ 安全衛生ᑐ⟇支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

ᖺィ࢝ᯘᮦ業ປാ⅏ᐖ㜵Ṇィ⏬（㸳ࠕ（１）

⏬）ࠖ の┠ᶆ㐩ᡂࡅྥたྲྀ⤌の実施 

 

林材業で働く人々の安全とᗣの☜ಖを目指し、༠ 会がྲྀࡾ⤌むべき

方向と対⟇を♧す 13ḟ災防ィ⏬を⟇定し、死ஸ労働災 害の目標್の㐩成

を目指す。 
 
࠙数್目標ࠚ 
 2022年までに 

ア 死ஸ災害を、2017年と比㍑して１㸳㸣以上ῶ少  。ることࡏࡉ
イ ఇ業４日以上の死傷災害を、2017年と比㍑して 㸳%以上ῶ少ࡉ 
 。ることࡏ

    
࠙業ົ目標ࠚ 
  安全管理士等にࡼる林業・木材製造業の事業場に 対する労働災害防

止に関するᢏ⾡的な指導・援助事業と支部が㐃ᦠし、 ᭷ᶵ的なྲྀ⤌を行

い、୍ᒙの労働災害防止ຠᯝを上ࡆるために、ḟの ྲྀ⤌を実施する。 
ア 13ḟ災防ィ⏬に定めたྲྀࡾ⤌むべき㔜Ⅼ対⟇の 実施 
 ・「日の作業࣏イントカ࣮ࢻ」のά⏝等 
イ 「林材業死ஸ労働災害ከ発㆙ሗ発௧要⥘」に基 づくຠᯝ的な発 
防止対⟇のᚭᗏ 

ウ 㔜⠜な労働災害が発生した≉定事業場に対する 集୰指導 

ア 13ḟ災防ィ⏬でᥖࡆた目標㐩成に向けて、会員事業場に対し、業ົ目

標にᥖࡆたྲྀ⤌対⟇等のᚭᗏを図る。 
イ 支部㛗が率ඛして会員事業場と㐃ᦠした⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ等を✚ᴟ

的に実施し、13ḟ災防ィ⏬の目標の㐩成を図る。 
 

（㸰）ఆᮌస業⪅ᑐࡿࡍ⬟ຊྥୖ教育の

実ᙉ事業（᪂つ） 

 

 

林業において、平成 25㹼28年の間に発生したఆ木作 業にࡼる死ஸ災害

は 99௳発生しておࡾ、林業全体の死ஸ災害の 7程度 を༨めておࡾ、ఆ

木作業の୰には、೫ᚰ木のఆಽࡸかかࡾ木ฎ理のࡼうに 高度なᢏ能を必要

とするఆಽ作業がᏑᅾすることから、死ஸ災害をῶ少ࡉ ࢀるために、そࡏ

らのఆ木作業にᚑ事する者に対する講習がồめらࢀて いる。 

そこで、こうした高度なᢏ能が必要なఆ木作業ᚑ事者 のᢏ能習ᚓのため

の講習ไ度のᵓ⠏をႚ⥭のㄢ㢟として以下のㄪᰝ◊✲ を行う。 

 

ア ఆ木作業者に対する能ຊ向上ᩍ⫱の実のため のㄪᰝ◊✲（᪂規） 

  高度なᢏ能が必要なఆ木作業ᚑ事者に対する能 ຊ向上ᩍ⫱の内容

（ձ必要な学⛉及び実ᢏの講習⛉目、ղ講習時間、 ճ学⛉及び実ᢏの

ಟヨ㦂等のホ౯ไ度、մ講ᖌ及びホ౯（᥇Ⅼ）者 に必要な⤒㦂・㈨

᱁）等について᳨ウする。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア እ部᭷㆑者にࡼる「ఆ木作業者に対する能ຊ向上 ᩍ⫱に関する᳨ウ

ጤ員会」(４回)開催 

 イ カリキュラムの⟇定 
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４ 安全衛生ᑐ⟇支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（㸱）ࠕᯘ業࣭ᮌᮦ〇㐀業ປാ⅏ᐖ㜵Ṇつ⛬ࠖ

の㑂Ᏺᣦ導 

 

林業・木材製造業労働災害防止規程は、林業と木材製 造業について、そ

ぢ┤しを行った。林業については、木材ఆ出ᶵᲔࢀࡒࢀ 等に係る労働安全

⾨生規๎のᨵṇ、ື㞀害ண防対⟇のᨵṇ、࣮࢙ࢳンࢯ ࣮にࡼるఆ木等作

業の安全に関する࢞イࢻラインを内ໟするኚ᭦を、木材 製造業について

は、業✀のከᵝとᶵᲔタഛのᢏ⾡㠉᪂の進ᒎの対ᛂ なにࡾࡼኚ᭦

し、ཌ生労働⮧のㄆ可をᚓて、平成 29年 10᭶ 26日か ら᪂災防規程が㐺

㓄したう事業場ࡼるࢀࡉ会員に㑂Ᏺ・ᚭᗏ、ࢀࡉ⏝ とこࢁである。 
 平成 30年度は、᪂災防規程の㑂Ᏺについて、あらࡺる ᶵ会を㏻ࡌて指導

を行う。 
 
࠙業ົ目標ࠚ 
  会員に対し、集団指導会、ಶู指導、安全ࣃト࣮ࣟ ࣝ等を㏻ࡌて᪂災

防規程の周知ᚭᗏを図る。 
  ᮏ部は、講習会⏝の㈨ᩱを作成し、支部に㓄する。 

支部は 1 回以上、災防規程の講習会ཪは◊ಟ会を開 催すること。 
  受講者目標 2,000名以上 

 

支部は、会員に対し災防規程を㑂Ᏺするࡼうに、集団指導会、ಶู指導、安

全ࣃト࣮ࣟࣝ等、あらࡺるᶵ会を㏻ࡌて指導する。 
 

ᯘᮦ業ປാ⅏ᐖ㜵Ṇ᭶㛫ࠖのタᐃࠕ（４）

全ᅜ安全㐌㛫➼のྲྀ⤌ 

 

労働災害防止の㔜要性についてㄆ㆑を῝め、安全⾨生ព ㆑の高ᥭを図ると

ともに、事業者、事業主団体等の⮬主的な安全⾨生άືの ୍ᒙの促進を図る

ため、㸵᭶を「林材業労働災害防止᭶間」にタ定し、労働 災害防止άືを㔜

Ⅼ的に実施してきたとこࢁである。 
平成 30年度においては、ࡾࡼ実ຠ性のあるものとする ため、安全管理士

等が支部及び関係行ᨻᶵ関と㐃ᦠし、林業・木材製造業の 事業場に対して

「労働災害防止に関するᕠ回ၨ発άື」をᮏ部、支部୍ となってྲྀࡾ⤌む

こととする。 
 なお、ᮏ᭶間ྲྀ⤌の他、全ᅜ安全㐌間（7᭶ 1日㹼7日） 及び全ᅜ労働⾨生

「林材業労働災害防止᭶間」等では、ḟの事㡯を୰ᚰとして、ィ⏬的に支部

の実に༶してᒎ開を図る。 
 

ア ᆅ方㥔ᅾ安全管理士と支部が⥭ᐦな㐃ᦠの下、実ຠ性のある「林材業労

働災害防止᭶間」のྲྀ⤌として「労働災害防止に関するᕠ回ၨ発άື」を

実施する。 
イ 支部㛗は、ᮏ᭶間୰に率ඛして会員事業場と㐃ᦠした⌧場安全ࣃト࣮ࣟ

ࣝ等を✚ᴟ的に実施する。 
ウ 会員に対しては、災防規程の㑂Ᏺ、「日の作業࣏イントカ࣮ࢻ」・「事
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４ 安全衛生ᑐ⟇支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（㸱）ࠕᯘ業࣭ᮌᮦ〇㐀業ປാ⅏ᐖ㜵Ṇつ⛬ࠖ

の㑂Ᏺᣦ導 

 

林業・木材製造業労働災害防止規程は、林業と木材製 造業について、そ

ぢ┤しを行った。林業については、木材ఆ出ᶵᲔࢀࡒࢀ 等に係る労働安全

⾨生規๎のᨵṇ、ື㞀害ண防対⟇のᨵṇ、࣮࢙ࢳンࢯ ࣮にࡼるఆ木等作

業の安全に関する࢞イࢻラインを内ໟするኚ᭦を、木材 製造業について

は、業✀のከᵝとᶵᲔタഛのᢏ⾡㠉᪂の進ᒎの対ᛂ なにࡾࡼኚ᭦

し、ཌ生労働⮧のㄆ可をᚓて、平成 29年 10᭶ 26日か ら᪂災防規程が㐺

㓄したう事業場ࡼるࢀࡉ会員に㑂Ᏺ・ᚭᗏ、ࢀࡉ⏝ とこࢁである。 
 平成 30年度は、᪂災防規程の㑂Ᏺについて、あらࡺる ᶵ会を㏻ࡌて指導

を行う。 
 
࠙業ົ目標ࠚ 
  会員に対し、集団指導会、ಶู指導、安全ࣃト࣮ࣟ ࣝ等を㏻ࡌて᪂災

防規程の周知ᚭᗏを図る。 
  ᮏ部は、講習会⏝の㈨ᩱを作成し、支部に㓄する。 

支部は 1 回以上、災防規程の講習会ཪは◊ಟ会を開 催すること。 
  受講者目標 2,000名以上 

 

支部は、会員に対し災防規程を㑂Ᏺするࡼうに、集団指導会、ಶู指導、安

全ࣃト࣮ࣟࣝ等、あらࡺるᶵ会を㏻ࡌて指導する。 
 

ᯘᮦ業ປാ⅏ᐖ㜵Ṇ᭶㛫ࠖのタᐃࠕ（４）

全ᅜ安全㐌㛫➼のྲྀ⤌ 

 

労働災害防止の㔜要性についてㄆ㆑を῝め、安全⾨生ព ㆑の高ᥭを図ると

ともに、事業者、事業主団体等の⮬主的な安全⾨生άືの ୍ᒙの促進を図る

ため、㸵᭶を「林材業労働災害防止᭶間」にタ定し、労働 災害防止άືを㔜

Ⅼ的に実施してきたとこࢁである。 
平成 30年度においては、ࡾࡼ実ຠ性のあるものとする ため、安全管理士

等が支部及び関係行ᨻᶵ関と㐃ᦠし、林業・木材製造業の 事業場に対して

「労働災害防止に関するᕠ回ၨ発άື」をᮏ部、支部୍ となってྲྀࡾ⤌む

こととする。 
 なお、ᮏ᭶間ྲྀ⤌の他、全ᅜ安全㐌間（7᭶ 1日㹼7日） 及び全ᅜ労働⾨生

「林材業労働災害防止᭶間」等では、ḟの事㡯を୰ᚰとして、ィ⏬的に支部

の実に༶してᒎ開を図る。 
 

ア ᆅ方㥔ᅾ安全管理士と支部が⥭ᐦな㐃ᦠの下、実ຠ性のある「林材業労

働災害防止᭶間」のྲྀ⤌として「労働災害防止に関するᕠ回ၨ発άື」を

実施する。 
イ 支部㛗は、ᮏ᭶間୰に率ඛして会員事業場と㐃ᦠした⌧場安全ࣃト࣮ࣟ

ࣝ等を✚ᴟ的に実施する。 
ウ 会員に対しては、災防規程の㑂Ᏺ、「日の作業࣏イントカ࣮ࢻ」・「事
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４ 安全衛生ᑐ⟇支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

㐌間（10᭶１日㹼7日）の༠㈶者として、୰ኸ労働災害防 止༠会がᥦၐする

年ᮎ年始↓災害㐠 （ື12᭶ 15日㹼1᭶ 15日）と合ࡏࢃて、 労働安全⾨生ព㆑

の高ᥭと労働災害の防止を図るため、ィ⏬的なྲྀ⤌を実施 することとする。 
 
࠙業ົ目標ࠚ 

ア 「林材業労働災害防止᭶間」のタ定及び災害防止 ᭶間ᮇ間୰のྲྀ⤌

事㡯のỴ定とそのྲྀ⤌のᚭᗏを図る。 
  具体的には、 
（ア）災防規程の講習会の実施 
（イ）林材業死ஸ労働災害のศᯒ⤖ᯝを㋃ま࠼た実ຠ 性のあるྲྀ⤌ 
   「日の作業࣏イントカ࣮ࢻ」、「事業場⮬主Ⅼ  ࢳ⾲᳨

 クリスト」のά⏝等ࢵ࢙
（ウ）⟇定したྲྀ⤌事㡯について、ᆅ方㥔ᅾ安全管理 士がࢵࣟࣈク内支

部㛗と⥭ᐦに㐃ᦠし、会員事業場等に対しその周 知ᚭᗏを図る。 
≉に、リスクアセスメントの定着のため、「安 全管理士等にࡼる

林業・木材製造業の事業場に対する労働災害防止 に関するᢏ⾡的な

指導・援助事業」においてྲྀࡾ⤌むこととしてい るリスクアセスメ

ント࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵについて、ᮏ᭶間୰に支部と 㐃ᦠの上、集୰的

にྲྀࡾ⤌む。 
てྲྀࡏ以上のྲྀ⤌の他、ḟの事㡯についてもే（࢚） むこととす⤌ࡾ

る。 
a 林材業 STOP㸟⇕୰ ク࣮࣮ࣝ࣡クキࣕン  ン࣮࣌
b 全ᅜ安全㐌間の周知とそのྲྀ⤌ 
c 全ᅜ労働⾨生㐌間の周知とそのྲྀ⤌ 
d 平成 30年度林材業年ᮎ年始↓災害㐠ືの周知 ᚭᗏ 

業場⮬主Ⅼ᳨⾲ࢵ࢙ࢳクリスト」のά⏝、労働安全及び労働⾨生࣏ス࣮ࢱ

のᥖ♧、⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ実施、安全ၐ等ྲྀ⤌事㡯の実施を指導する

とともに、⌧場、作業場を含めた作業方法、ᶵᲔタഛ等に係る安全⥲Ⅼ᳨

の実施を促す。 
 

（㸳）ປാ⅏ᐖሗの㞟ศᯒᥦ౪ 

 

労働災害の発生状況をẖ᭶㏿ሗとするとともに、ẖ年の 労働災害の発生ື

向をศᯒホ౯し、その⤖ᯝをとࡾまとめ、ᗈくሗᥦ౪を 行う。 
 
࠙業ົ目標ࠚ 

ア 労働災害発生状況㏿ሗ（ཌ生労働┬・ẖ᭶） 
イ 死ஸ災害事㏿ሗ（㝶時） 
ウ 林材業労災防止༠会年ሗ（ẖ年） 
 のᥖ㍕ࢪ࣮࣌ム࣮࣍༠会 ࢚
の労働災害事のᥖ㍕（㝶᭶หሗㄅ「林材安全」 ࢜ 時） 

ア 関係行ᨻᶵ関との㐃ᦠを図ࡾつつ、労働災害ሗをᮏ部㎿㏿にሗ࿌す

る。 
イ ᮏ部からの「労働災害発生状況㏿ሗ」及び「死ஸ災害事㏿ሗ」を会員、

林材業にᦠࢃる事業者等にሗᥦ౪する。 
 

（㸴）ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍の㐠Ⴀ 

 

会員をはࡌめ♫会୍⯡に対して林材業の労働災害防止 に係るሗᥦ౪と

当༠会の事業άືの周知を図るため、労働災害防止対⟇、 関係法௧㏻㐩、災

害㏿ሗ、༠会のᴫ要、ᙺ、άື状況及び各✀講習会の 実施日程の㏿ࡸか

なᥖ㍕と内容の実を図る。 

 

 

ア 会員をはࡌめ、林材業にᦠࢃる事業者、関係団体等に࣮࣍ムࢪ࣮࣌のά

⏝を促し、労働災害ሗ、行ᨻ㏻㐩等の༠会の行う事業άືの周知を図る。 

 

イ 講習会、◊ಟ会参加者の౽性の向上と⏝ᣑを図るため、各✀講習 

会の実施日程等のሗᥦ౪を行う。 
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４ 安全衛生ᑐ⟇支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

㐌間（10᭶１日㹼7日）の༠㈶者として、୰ኸ労働災害防 止༠会がᥦၐする

年ᮎ年始↓災害㐠 （ື12᭶ 15日㹼1᭶ 15日）と合ࡏࢃて、 労働安全⾨生ព㆑

の高ᥭと労働災害の防止を図るため、ィ⏬的なྲྀ⤌を実施 することとする。 
 
࠙業ົ目標ࠚ 

ア 「林材業労働災害防止᭶間」のタ定及び災害防止 ᭶間ᮇ間୰のྲྀ⤌

事㡯のỴ定とそのྲྀ⤌のᚭᗏを図る。 
  具体的には、 
（ア）災防規程の講習会の実施 
（イ）林材業死ஸ労働災害のศᯒ⤖ᯝを㋃ま࠼た実ຠ 性のあるྲྀ⤌ 
   「日の作業࣏イントカ࣮ࢻ」、「事業場⮬主Ⅼ  ࢳ⾲᳨

 クリスト」のά⏝等ࢵ࢙
（ウ）⟇定したྲྀ⤌事㡯について、ᆅ方㥔ᅾ安全管理 士がࢵࣟࣈク内支

部㛗と⥭ᐦに㐃ᦠし、会員事業場等に対しその周 知ᚭᗏを図る。 
≉に、リスクアセスメントの定着のため、「安 全管理士等にࡼる

林業・木材製造業の事業場に対する労働災害防止 に関するᢏ⾡的な

指導・援助事業」においてྲྀࡾ⤌むこととしてい るリスクアセスメ

ント࣮࢛ࣟࣇアࣉࢵについて、ᮏ᭶間୰に支部と 㐃ᦠの上、集୰的

にྲྀࡾ⤌む。 
てྲྀࡏ以上のྲྀ⤌の他、ḟの事㡯についてもే（࢚） むこととす⤌ࡾ

る。 
a 林材業 STOP㸟⇕୰ ク࣮࣮ࣝ࣡クキࣕン  ン࣮࣌
b 全ᅜ安全㐌間の周知とそのྲྀ⤌ 
c 全ᅜ労働⾨生㐌間の周知とそのྲྀ⤌ 
d 平成 30年度林材業年ᮎ年始↓災害㐠ືの周知 ᚭᗏ 

業場⮬主Ⅼ᳨⾲ࢵ࢙ࢳクリスト」のά⏝、労働安全及び労働⾨生࣏ス࣮ࢱ

のᥖ♧、⌧場安全ࣃト࣮ࣟࣝ実施、安全ၐ等ྲྀ⤌事㡯の実施を指導する

とともに、⌧場、作業場を含めた作業方法、ᶵᲔタഛ等に係る安全⥲Ⅼ᳨

の実施を促す。 
 

（㸳）ປാ⅏ᐖሗの㞟ศᯒᥦ౪ 

 

労働災害の発生状況をẖ᭶㏿ሗとするとともに、ẖ年の 労働災害の発生ື

向をศᯒホ౯し、その⤖ᯝをとࡾまとめ、ᗈくሗᥦ౪を 行う。 
 
࠙業ົ目標ࠚ 

ア 労働災害発生状況㏿ሗ（ཌ生労働┬・ẖ᭶） 
イ 死ஸ災害事㏿ሗ（㝶時） 
ウ 林材業労災防止༠会年ሗ（ẖ年） 
 のᥖ㍕ࢪ࣮࣌ム࣮࣍༠会 ࢚
の労働災害事のᥖ㍕（㝶᭶หሗㄅ「林材安全」 ࢜ 時） 

ア 関係行ᨻᶵ関との㐃ᦠを図ࡾつつ、労働災害ሗをᮏ部㎿㏿にሗ࿌す

る。 
イ ᮏ部からの「労働災害発生状況㏿ሗ」及び「死ஸ災害事㏿ሗ」を会員、

林材業にᦠࢃる事業者等にሗᥦ౪する。 
 

（㸴）ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍の㐠Ⴀ 

 

会員をはࡌめ♫会୍⯡に対して林材業の労働災害防止 に係るሗᥦ౪と

当༠会の事業άືの周知を図るため、労働災害防止対⟇、 関係法௧㏻㐩、災

害㏿ሗ、༠会のᴫ要、ᙺ、άື状況及び各✀講習会の 実施日程の㏿ࡸか

なᥖ㍕と内容の実を図る。 

 

 

ア 会員をはࡌめ、林材業にᦠࢃる事業者、関係団体等に࣮࣍ムࢪ࣮࣌のά

⏝を促し、労働災害ሗ、行ᨻ㏻㐩等の༠会の行う事業άືの周知を図る。 

 

イ 講習会、◊ಟ会参加者の౽性の向上と⏝ᣑを図るため、各✀講習 

会の実施日程等のሗᥦ౪を行う。 
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４ 安全衛生ᑐ⟇支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

࠙業ົ目標ࠚ 

アクセス௳数  200௳/日 

 

（㸵）全ᅜᯘᮦ業ປാ⅏ᐖ㜵Ṇの㛤ദ ➨ 55 回全ᅜ林材業労働災害防止会を⚟ᓥ県にて開 催する。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 開催᭶日  平成 30年 10᭶ 24日（Ỉ） 

イ 開催場所  㒆ᒣᕷẸᩥセン࣮ࢱ（㒆ᒣᕷ） 

ウ 参加者目標 1,000名 

会員に対して、全ᅜ林材業労働災害防止会の参加勧奨にດめる。 

（㸶）ປാ安全衛生ಀࡿ⾲ᙲ事業➼のೃ

補⪅の᥎⸀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 「林業・木材製造業労働災害防止༠会⾲ᙲ規程」 に基づき林材業の

労働災害防止の᥎進に㈉⊩した事業場、団体、ಶ人 について、全ᅜ林

材業労働災害防止会の場で会㛗⾲ᙲ等の⾲ᙲを行 う。 

イ ୰ኸ労働災害防止༠会が⾲ᙲする「⥳༑Ꮠ㈹」、ཌ 生労働⮧が⾲ᙲ

する「安全⾨生に係るཌ生労働⮧⾲ᙲ」及びཌ生 労働⮧が㢧ᙲす

る「安全ඃⰋ⫋㛗㢧ᙲ」ೃ⿵者を㑅⪃し、᥎⸀する。 

ア 全ᅜ林材業労働災害防止会で⾲ᙲする会㛗⾲ᙲのຌ労者等ೃ⿵者の

᥎⸀を行う。 

 

イ 「⥳༑Ꮠ㈹」、「ཌ生労働⮧⾲ᙲ」及び「ཌ生労働⮧安全ඃⰋ⫋㛗㢧 

ᙲ」のೃ⿵者の᥎⸀を行う。 
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４ 安全衛生ᑐ⟇支事業（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

࠙業ົ目標ࠚ 

アクセス௳数  200௳/日 

 

（㸵）全ᅜᯘᮦ業ປാ⅏ᐖ㜵Ṇの㛤ദ ➨ 55 回全ᅜ林材業労働災害防止会を⚟ᓥ県にて開 催する。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 開催᭶日  平成 30年 10᭶ 24日（Ỉ） 

イ 開催場所  㒆ᒣᕷẸᩥセン࣮ࢱ（㒆ᒣᕷ） 

ウ 参加者目標 1,000名 

会員に対して、全ᅜ林材業労働災害防止会の参加勧奨にດめる。 

（㸶）ປാ安全衛生ಀࡿ⾲ᙲ事業➼のೃ

補⪅の᥎⸀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 「林業・木材製造業労働災害防止༠会⾲ᙲ規程」 に基づき林材業の

労働災害防止の᥎進に㈉⊩した事業場、団体、ಶ人 について、全ᅜ林

材業労働災害防止会の場で会㛗⾲ᙲ等の⾲ᙲを行 う。 

イ ୰ኸ労働災害防止༠会が⾲ᙲする「⥳༑Ꮠ㈹」、ཌ 生労働⮧が⾲ᙲ

する「安全⾨生に係るཌ生労働⮧⾲ᙲ」及びཌ生 労働⮧が㢧ᙲす

る「安全ඃⰋ⫋㛗㢧ᙲ」ೃ⿵者を㑅⪃し、᥎⸀する。 

ア 全ᅜ林材業労働災害防止会で⾲ᙲする会㛗⾲ᙲのຌ労者等ೃ⿵者の

᥎⸀を行う。 

 

イ 「⥳༑Ꮠ㈹」、「ཌ生労働⮧⾲ᙲ」及び「ཌ生労働⮧安全ඃⰋ⫋㛗㢧 

ᙲ」のೃ⿵者の᥎⸀を行う。 
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㸳 ⤌⧊యไࠊ事業㐠Ⴀのᩚഛᙉ（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（１）༠の業ົ㐠Ⴀಀࡿ業ົᨵၿの⥅

 ⤌たྲྀࡋ⥆

 

༠会は、༠会タ❧目的の㐩成等のため、「≉ูの法ᚊに るẸࢀࡉ❧タࡾࡼ

間法人の㐠Ⴀに関する指導┘╩基‽」（平成 14年 4᭶ 26 日㛶議Ỵ定）に基

づく全で㐺ṇな管理㐠Ⴀ及び事ົ・事業を進めるとと もに、「労働ᨻ⟇ᑂ

議会安全⾨生ศ⛉会労働災害防止団体ᨵ㠉ᑓ㛛ጤ員会ሗ ࿌᭩」（平成 23年

11 ᭶ 21 日）、「林材業労災防止༠会のᅾࡾ方に関する᳨ ウጤ員会ሗ࿌᭩」

（平成 24年１᭶ 23日）及び「ྠ作業部会ሗ࿌᭩」（平成 26 年 12 ᭶３日）

を㋃ま࠼、業ົ㐠Ⴀのᨵၿに向け⥅続してྲྀࡾ⤌む。 

平成 30 年度は、ᨵṇ会ィ規程（平成 29 年 4 ᭶ 1 日施 行）に基づき、ᮏ

部、支部の㐺ṇな㐠⏝を進めるため、引き続き支部に対 して㐺☜な指導を

実施する。 

 

ᮏ部と㐃ᦠして、支部業ົ全⯡について業ົᨵၿのྲྀ⤌みを進める。 

≉に、ᨵṇ会ィ規程の施行にకい、支部会ィ業ົの㐺ṇな㐠⏝を進める。 

（㸰）理事࣭⥲௦➼の㛤ദ 

 

事業ィ⏬、事業ண⟬等の༠会㐠Ⴀのᑂ議᳨ウ及びᇳ行 Ỵ定のための理事

会及び⥲௦会を開催する。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 理事会（定ᮇ的に開催） 

イ ➨ 57 回㏻ᖖ⥲௦会（平成 30 年㸴᭶㸵日（木）開 催） 

 

（㸱）支部㛗㆟➼の㛤ദ ア 全ᅜ支部㛗会議を開催し、平成 30年度の༠会事業 㐠Ⴀの方㔪と事業

ィ⏬等をㄝ᫂し、ᮏ部、支部とのඹ㏻ㄆ㆑のᙧ成を 図る。 

 

イ 全ᅜ支部事ົᒁ㛗会議を開催し、平成 30年度事業 ィ⏬等をㄝ᫂し、

ඹ㏻ㄆ㆑のᙧ成とな実施を図る。 

 

ウ ᪂௵支部事ົᒁ㛗会議を開催し、༠会のᴫ要、ᙺ 、άື状況及び

関係法௧等をㄝ᫂し、支部㐠Ⴀのな実施を図る。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 全ᅜ支部㛗会議（平成 31年３᭶開催） 

イ 全ᅜ支部事ົᒁ㛗会議（平成 30年㸴᭶ 20日（Ỉ） 開催） 

ウ ᪂௵支部事ົᒁ㛗会議（平成 30年㸴᭶ 20日（Ỉ） 開催） 
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㸳 ⤌⧊యไࠊ事業㐠Ⴀのᩚഛᙉ（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（１）༠の業ົ㐠Ⴀಀࡿ業ົᨵၿの⥅

 ⤌たྲྀࡋ⥆

 

༠会は、༠会タ❧目的の㐩成等のため、「≉ูの法ᚊに るẸࢀࡉ❧タࡾࡼ

間法人の㐠Ⴀに関する指導┘╩基‽」（平成 14年 4᭶ 26 日㛶議Ỵ定）に基

づく全で㐺ṇな管理㐠Ⴀ及び事ົ・事業を進めるとと もに、「労働ᨻ⟇ᑂ

議会安全⾨生ศ⛉会労働災害防止団体ᨵ㠉ᑓ㛛ጤ員会ሗ ࿌᭩」（平成 23年

11 ᭶ 21 日）、「林材業労災防止༠会のᅾࡾ方に関する᳨ ウጤ員会ሗ࿌᭩」

（平成 24年１᭶ 23日）及び「ྠ作業部会ሗ࿌᭩」（平成 26 年 12 ᭶３日）

を㋃ま࠼、業ົ㐠Ⴀのᨵၿに向け⥅続してྲྀࡾ⤌む。 

平成 30 年度は、ᨵṇ会ィ規程（平成 29 年 4 ᭶ 1 日施 行）に基づき、ᮏ

部、支部の㐺ṇな㐠⏝を進めるため、引き続き支部に対 して㐺☜な指導を

実施する。 

 

ᮏ部と㐃ᦠして、支部業ົ全⯡について業ົᨵၿのྲྀ⤌みを進める。 

≉に、ᨵṇ会ィ規程の施行にకい、支部会ィ業ົの㐺ṇな㐠⏝を進める。 

（㸰）理事࣭⥲௦➼の㛤ദ 

 

事業ィ⏬、事業ண⟬等の༠会㐠Ⴀのᑂ議᳨ウ及びᇳ行 Ỵ定のための理事

会及び⥲௦会を開催する。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 理事会（定ᮇ的に開催） 

イ ➨ 57 回㏻ᖖ⥲௦会（平成 30 年㸴᭶㸵日（木）開 催） 

 

（㸱）支部㛗㆟➼の㛤ദ ア 全ᅜ支部㛗会議を開催し、平成 30年度の༠会事業 㐠Ⴀの方㔪と事業

ィ⏬等をㄝ᫂し、ᮏ部、支部とのඹ㏻ㄆ㆑のᙧ成を 図る。 

 

イ 全ᅜ支部事ົᒁ㛗会議を開催し、平成 30年度事業 ィ⏬等をㄝ᫂し、

ඹ㏻ㄆ㆑のᙧ成とな実施を図る。 

 

ウ ᪂௵支部事ົᒁ㛗会議を開催し、༠会のᴫ要、ᙺ 、άື状況及び

関係法௧等をㄝ᫂し、支部㐠Ⴀのな実施を図る。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

ア 全ᅜ支部㛗会議（平成 31年３᭶開催） 

イ 全ᅜ支部事ົᒁ㛗会議（平成 30年㸴᭶ 20日（Ỉ） 開催） 

ウ ᪂௵支部事ົᒁ㛗会議（平成 30年㸴᭶ 20日（Ỉ） 開催） 
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㸳 ⤌⧊యไࠊ事業㐠Ⴀのᩚഛᙉ（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（４）እ部ホ౯のための⥲ྜホ౯ጤဨの㛤

ദ 

እ部᭷㆑者からなる⥲合ホ౯ጤ員会にࡾࡼ、平成 29年 度実施事業に対す

るホ౯を実施し、♫会的ࢬ࣮ࢽの的☜な対ᛂとຠ率的 かつຠᯝ的な事

業・事ົの㐠Ⴀについてホ౯を受けるとともに、当ヱホ ౯⤖ᯝ及びᨵၿព

ぢ等を㋃ま࠼、事業のぢ┤し及びᨵၿを的☜に行う。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

年㸰回開催 

  

（㸳）ሗセࣗ࢟リࢸᑐ⟇の᥎㐍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༠会がಖ᭷するಶ人ሗ等の㔜要ሗ₃࠼い等のリス クに対ᛂしሗ

の安全性等を☜ಖするため、「ሗセキュリ࣏ࢸリࢩ ࣮」、「ሗセキュ

リࢸに関する規程」及び関㐃規程等に基づくセキュリ 対⟇を㐺ษࢸ

に実施する。 

また、ሗセキュリࢸに関するሗ等を⫋員に㝶時 ᥦ౪し、ὀពႏ㉳

を図るとともに、ᩍ⫱・◊ಟ等にࡾࡼ⥅続的なၨ発άື を進める。 

・全ᅜ支部㛗会議開催時（平成 31年３᭶）における◊ ಟ等 

・全ᅜ支部事ົᒁ㛗会議開催時（平成 30年㸴᭶）にお ける◊ಟ等 

 「ሗセキュリ࣏ࢸリ࣮ࢩ」及び「ሗセキュリࢸに関する規程」等に

基づき、㔜要ሗ等の㐺ษな管理を実施する。 
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㸳 ⤌⧊యไࠊ事業㐠Ⴀのᩚഛᙉ（⮬事業） 

事 業 名 本部実施事項 支部実施事項 

（４）እ部ホ౯のための⥲ྜホ౯ጤဨの㛤

ദ 

እ部᭷㆑者からなる⥲合ホ౯ጤ員会にࡾࡼ、平成 29年 度実施事業に対す

るホ౯を実施し、♫会的ࢬ࣮ࢽの的☜な対ᛂとຠ率的 かつຠᯝ的な事

業・事ົの㐠Ⴀについてホ౯を受けるとともに、当ヱホ ౯⤖ᯝ及びᨵၿព

ぢ等を㋃ま࠼、事業のぢ┤し及びᨵၿを的☜に行う。 

 

࠙業ົ目標ࠚ 

年㸰回開催 

  

（㸳）ሗセࣗ࢟リࢸᑐ⟇の᥎㐍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༠会がಖ᭷するಶ人ሗ等の㔜要ሗ₃࠼い等のリス クに対ᛂしሗ

の安全性等を☜ಖするため、「ሗセキュリ࣏ࢸリࢩ ࣮」、「ሗセキュ

リࢸに関する規程」及び関㐃規程等に基づくセキュリ 対⟇を㐺ษࢸ

に実施する。 

また、ሗセキュリࢸに関するሗ等を⫋員に㝶時 ᥦ౪し、ὀពႏ㉳

を図るとともに、ᩍ⫱・◊ಟ等にࡾࡼ⥅続的なၨ発άື を進める。 

・全ᅜ支部㛗会議開催時（平成 31年３᭶）における◊ ಟ等 

・全ᅜ支部事ົᒁ㛗会議開催時（平成 30年㸴᭶）にお ける◊ಟ等 

 「ሗセキュリ࣏ࢸリ࣮ࢩ」及び「ሗセキュリࢸに関する規程」等に

基づき、㔜要ሗ等の㐺ษな管理を実施する。 




